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城

島

正

祥

　
〔
要
約
】
　
佐
賀
藩
初
期
の
擾
端
な
財
政
窮
乏
に
は
、
基
礎
的
な
条
件
と
し
て
、
蔵
入
の
比
率
が
小
さ
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、

　
佐
賀
藩
が
元
来
蔵
入
に
乏
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
戦
国
大
名
の
預
国
の
後
身
で
あ
っ
た
の
に
掬
え
て
、
大
名
が
龍
造
等
氏
か
ら
鍋
島
氏
に
交
代
し
た
こ
と
に
伴

　
う
特
殊
寮
情
が
あ
っ
て
、
蔵
入
の
比
率
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
努
力
も
そ
の
成
果
を
減
殺
し
た
。
度
々
の
幕
府
の
城
郭
普
請
手
伝
の
命
は
蔵
入
に
乏
し
い
佐

へ　
賀
藩
の
財
政
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
、
慶
長
末
以
降
は
知
行
地
の
返
上
や
高
率
の
献
米
・
献
銀
が
繰
返
え
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
家
中
の
家
計
は
窮
乏
し
、
早

ψ
　
く
も
元
和
初
年
に
は
、
一
旦
城
下
に
集
中
し
た
家
中
が
、
城
下
か
ら
疎
開
在
郷
し
て
蔵
入
地
を
耕
作
し
年
貢
を
上
納
す
る
と
い
う
、
佐
賀
藩
独
自
の
形
態
が

い

…　
始
ま
っ
た
。
し
か
も
連
続
す
る
普
請
手
伝
は
依
然
と
し
て
佐
賀
藩
財
政
の
再
建
を
阻
み
、
佐
賀
藩
の
巨
大
な
借
銀
は
家
中
の
麗
大
な
借
銀
と
共
に
寛
永
期
に

却　

揩
ｿ
込
ま
れ
た
。
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今
、
私
の
企
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
初
期
の
藩
財
政
史
の
豊
中
に
資
す
る

た
め
に
、
佐
賀
藩
の
一
例
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
る
。
但
し
本
稿
で
は
紙

数
の
制
約
か
ら
初
期
の
…
期
閾
を
慶
長
・
元
和
期
に
短
く
限
定
し
、
寛
永
期

以
降
に
及
ば
な
い
。

　
佐
賀
藩
は
戦
國
蒋
代
の
雄
龍
造
寺
町
儒
の
領
羅
と
し
て
の
歴
史
を
負
っ

て
い
る
。
龍
造
寺
氏
の
領
国
は
天
蕉
宋
年
隆
信
の
孫
の
高
房
の
代
と
な
っ

て
以
来
、
家
老
の
鍋
島
直
茂
が
実
権
を
握
っ
て
事
実
上
の
大
名
で
あ
り
、

慶
長
十
二
年
高
潔
が
残
し
て
龍
造
寺
氏
の
本
家
が
絶
え
、
直
撃
の
長
子
の

勝
茂
が
領
国
を
摺
蒸
し
て
佐
賀
鍋
島
藩
の
初
代
と
な
っ
た
。
文
禄
年
間
小

難
氏
の
遺
跡
を
つ
い
だ
直
筆
の
次
子
忠
茂
は
後
に
鍋
島
氏
に
復
し
加
増
さ

れ
て
鹿
島
を
領
し
、
光
和
三
年
勝
茂
の
長
子
元
茂
は
故
あ
っ
て
祖
父
直
茂

の
隠
居
分
の
小
城
を
領
し
た
。
後
の
鹿
島
・
小
城
麦
鶉
成
立
の
遠
い
由
来

で
あ
り
、
難
池
笈
藩
成
立
の
由
来
は
後
れ
て
寛
永
年
間
に
あ
る
。



慶畏元和期の俊賀藩財政（城島）

　
佐
賀
藩
初
期
の
財
政
史
料
は
恐
ら
く
他
の
諸
藩
に
比
し
よ
く
残
存

し
た
方
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
中
・
近
世
の
交
と
竜
な
れ
ば
、
武
将
の

動
静
を
伺
う
古
文
書
に
は
事
欠
か
な
く
と
・
も
、
財
政
関
係
の
史
料
ば

流
石
に
乏
し
い
。
　
『
平
吉
所
持
之
書
物
写
』
は
そ
の
点
珍
し
い
類
の

史
料
で
あ
り
、
元
禄
十
二
年
か
或
は
そ
の
次
あ
た
り
の
辰
年
の
二
月

の
平
吉
源
右
衛
門
覚
書
と
龍
造
出
駕
家
財
の
書
状
そ
の
他
の
写
か
ら

成
っ
て
い
る
。

　
源
右
衛
門
覚
書
に
よ
れ
ば
、
紀
州
熊
野
の
出
で
み
る
平
吉
氏
ば
海

上
の
交
易
に
従
い
、
天
正
の
中
頃
か
ら
佐
賀
領
内
で
随
一
の
豪
商
で

あ
っ
た
。
天
正
の
末
の
頃
に
は
御
上
御
用
の
黄
金
を
唐
・
天
川
に
ま

で
申
遣
し
て
調
達
し
た
こ
と
竜
あ
り
、
文
禄
役
に
備
え
て
鍋
島
直
撃

に
鱈
硝
七
千
六
百
斤
を
調
達
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
関
ケ
原
役

そ
の
他
の
専
途
の
醐
に
は
「
御
用
之
儀
は
不
及
申
、
御
家
母
方
よ
り

毎
々
銀
子
之
儀
被
艶
聞
」
れ
て
、
毎
度
差
上
げ
申
し
、
龍
造
寺
政
家

や
鍋
島
直
茂
か
ら
金
銀
を
預
か
っ
て
は
、
　
「
利
分
を
相
付
し
」
て
進

上
し
た
。
即
ち
「
京
・
大
阪
・
長
崎
・
平
戸
を
掛
、
白
糸
白
物
之
類

大
分
商
売
仕
」
り
、
ま
た
「
其
外
御
蔵
米
を
所
々
空
病
廻
、
数
年
之

間
無
疎
御
為
能
売
立
差
上
申
」
し
て
き
た
の
は
、
慶
長
十
四
年
の
暮

に
ま
で
及
ん
だ
。
こ
の
覚
書
と
共
に
収
め
ら
れ
た
龍
造
寺
政
家
書
状

そ
の
他
の
古
文
書
の
写
は
、
こ
の
覚
書
の
真
実
を
立
証
し
て
い
る
が
、

平
吉
氏
累
代
の
龍
造
寺
氏
や
鍋
島
氏
に
対
し
て
の
忠
勤
を
述
べ
た
覚

書
は
、
元
和
十
年
の
大
坂
城
普
請
に
「
人
足
其
外
御
国
元
よ
り
仕
送

心
遣
仕
」
つ
た
と
の
こ
と
迄
で
終
っ
て
い
る
。
平
吉
氏
の
富
竜
こ
の

頃
か
ら
次
第
に
衰
え
か
け
た
ら
し
い
。

　
天
正
・
文
禄
∵
慶
長
の
頃
の
領
国
の
財
政
を
考
え
る
に
は
、
こ
の

よ
う
な
豪
商
の
荷
つ
た
役
回
も
軽
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

領
国
の
財
政
の
基
礎
と
，
し
て
先
ず
注
出
す
べ
き
も
の
は
蔵
入
地
の
定

米
の
如
何
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
佐
賀
藩
の
目
安
で
最
も
古
い
も
の
と
言
え
ば
、
坊
所
鍋
島
家

　
①

文
書
に
ま
だ
「
藩
」
と
呼
ん
で
は
如
何
か
と
思
わ
れ
る
年
代
の
慶
長

四
年
の
目
安
（
表
1
）
が
あ
る
。

　
こ
の
召
安
で
「
政
家
様
」
と
は
、
龍
造
寺
隆
信
の
子
で
あ
っ
て
早

く
も
隠
居
中
の
政
家
で
あ
り
、
こ
の
時
の
当
主
は
政
家
の
子
高
房
で

あ
る
が
成
人
し
て
い
な
い
。
　
「
加
賀
守
・
信
濃
守
」
は
蕩
房
に
代
っ

て
事
実
上
の
大
名
で
あ
る
家
老
の
鍋
島
直
壁
と
そ
の
長
子
の
勝
茂
で

あ
り
、
最
後
の
二
千
七
百
沓
石
は
在
寮
衆
が
負
担
し
た
六
％
の
肪
銀
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ら
し
い
。

　　　表1

　都合定成

　　　　石
　　35．000plt］ililVsiUg

　　　’

残　　45，734．5

　　2．744．07
　　　’

塵長4年目安

　　　石
175，427．5

御蔵入

政家様（糞巨造寺）

加賀守信濃守在京粉

（鍋島直茂）（鍋島勝茂）

在：京衆3組

在國衆

但100石二付6石宛，

大坂迄ノ運賃除ク

慶長4年正月17日 信濃守（花押）

力目賀守（黒印）

　
さ
て
こ
の
目
安
を
一
覧
し
て
、
先
ず
気
付
か
れ
る
こ
と
は
「
御
蔵

入
」
が
「
都
合
定
成
」
に
対
し
著
し
く
小
さ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
一
般
に
藩
領
に
お
け
る
蔵
入
の
比
率
に
つ
い
て
の
常
識
に
か
け

離
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
尤
も
慶
長
四
年
は
関
ケ
原
意
の
前
年
で
あ
り
、

相
当
の
軍
勢
が
上
方
に
駐
屯
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
目
安
に
電
表

れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
臼
安
は
非
常
時
に
お
け
る
特
別
の
属
島
で

あ
り
、
若
し
平
常
の
年
で
あ
れ
ば
、
当
時
に
お
い
て
電
蔵
入
は
こ
れ

ほ
ど
小
さ
く
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
は
、
一
応
考
え
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
自
薦
を
す
で
に
平
常
に
復
し
た
筈
の

「
慶
長
九
年
当
物
成
目
安
」
（
表
2
）
の
前
半
の
部
分
と
比
較
し
て
み

る
と
、
矢
張
り
そ
う
で
も
な
い
。

　
慶
長
九
年
の
匿
安
で
約
三
万
六
干
石
の
「
本
蔵
入
米
」
は
慶
長
四

年
の
三
万
五
干
石
の
「
御
蔵
入
」
に
当
る
ら
し
く
、
慶
長
九
年
の
目

安
の
中
で
h
余
田
米
」
は
「
三
蔵
入
米
」
の
語
に
対
し
て
新
蔵
入
と

で
重
蕎
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
和
泉
守
江
戸
新
」
は
「
余

田
米
」
と
別
置
さ
れ
て
い
る
が
、
「
余
田
米
」
の
遣
方
は
大
体
駿
州
・

加
賀
守
・
信
濃
守
の
江
戸
新
・
伏
見
新
で
あ
り
、
「
和
泉
守
江
戸
新
」

も
本
来
「
余
田
米
」
と
見
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
駿
州
」
と
は
龍

造
寺
高
房
、
　
「
和
泉
守
」
は
直
茂
の
次
子
の
忠
茂
で
あ
り
、
忠
茂
は

関
ケ
原
緑
営
人
質
と
な
っ
て
江
戸
に
滞
在
し
た
。

　
さ
て
慶
長
四
年
の
目
安
に
戻
っ
て
、
「
加
賀
田
・
信
濃
守
在
京
新
」

は
慶
長
九
年
の
目
安
に
比
較
す
る
と
「
余
田
米
」
の
新
蔵
入
に
当
る
。

「
政
家
様
」
の
隠
居
分
の
知
行
地
は
別
に
し
て
も
、
　
「
加
賀
守
・
信

濃
守
在
京
新
」
は
「
御
蔵
入
」
に
加
算
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
加
算
し
て
も
四
万
五
干
石
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
「
都
合
定

成
」
に
は
少
く
と
も
寺
社
領
が
除
か
れ
、
或
は
内
儀
方
知
行
地
も
除

か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
加
算
し
た
「
都
金
定
成
」
は

約
十
八
万
石
程
度
で
あ
ろ
う
し
、
四
万
五
千
石
の
両
蔵
入
は
そ
の
約

四
分
の
一
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
慶
長
四
年
の
「
都
合
定
成
」
に
は

58　（58）



慶長元和期の佐賀藩財政（城島）

領
国
の
中
で
後
世
に
大
配
分
と
呼
ん
だ
自
治
領
の
分
が
除
か
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
若
し
も
そ
う
で
あ
れ
ば
両
蔵
入
の
比

率
は
更
に
小
さ
く
約
五
分
の
一
程
度
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
慶
長
四
年
の
四
万
五
干
石
に
対
し
、
慶
長
九
年
の
百
安
で
の
「
都

合
米
」
約
五
万
八
チ
石
は
約
一
万
三
千
石
の
増
で
あ
る
が
、
こ
の
頃

の
…
数
年
間
で
の
か
な
り
著
し
い
増
は
、
家
中
の
知
行
地
の
滅
に
対
応

す
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
ろ
う
。
佐
賀
藩
で
侍
の
禄
が
安
定
し
世
禄

に
な
る
の
は
、
特
に
大
身
の
侍
の
家
は
別
と
し
て
、
　
一
般
に
は
ま
だ

　　　表2　慶長9年当物成目安（慶長9年9，月16臼）

米lii総∵鵜：：：：1藍

　　　　　　　（鍋島忠茂）

右掘鱗紬戸新

　　　　　　　　　　　　　（龍造寺田募）
　　　　　　　　　　　　　石
細・・瓠75｛鱗米撒172燃

　　　　　　　　　貫　融

融騰il無難擢1静
　　　　　　　　　　　　　石

蝋・e慰米器繍江開
　　　　　貫
　　頚七甕艮　27．800　　（12石53ト充）

　　　　　　石
　合米　　20，276．675

　　　　　　　　貫　5匁
　　　（此）銀　　玉80．046

米・螂磁切米総耕撫時社
　　　　　　　　　　諸細工船頭水夫乙鳥ル

　　　　　　　　　　道橋修理夫丸水夫粧材木代運賃
　　　　石
山　　5，552．28　　　　　鉄地かね苧鍛冶大工作新客来

　　　　　　　　　　武呉誘料其外小遣方

米

米

米

米

合米

1．000
，

　　石500

　　石500

　石500

　　　　｛

iitsrk’‘

@
L
h
J
　
（

｛但　本丸嚇

　　　　　佐賀汐下関伏見江戸往来使者飛脚新

　但白米400石｛
　　　　　　　下ノ関置米

｛　但白米200石
　　　　　　　　船修理新
石

　右2臼合

引残米　・職225｛麟
註　‘｛慶長比之御書物”所収

22，638．6　“

　　　　　石
　　42，866．275
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か
な
り
後
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
関
ケ
原
意
で
は
主
戦
場
の
関

ケ
原
に
嵐
陣
せ
ず
大
し
た
激
戦
も
し
な
か
っ
た
鍋
島
氏
竜
、
そ
の
直

後
に
家
康
に
命
ぜ
ら
れ
た
立
花
氏
と
の
同
志
討
の
柳
川
合
戦
に
は
相

当
の
戦
死
者
を
出
し
て
い
る
。
何
れ
に
せ
よ
、
慶
長
九
年
に
は
両
蔵

入
の
「
都
合
米
」
は
か
な
り
増
し
て
は
い
る
が
、
ま
だ
両
蔵
入
の
藩

領
金
環
に
対
す
る
比
率
は
依
然
と
し
て
小
さ
す
ぎ
る
。

　
と
こ
ろ
で
佐
賀
藩
の
蔵
入
地
が
元
来
こ
の
よ
う
に
小
さ
か
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
佐
賀
藩
だ
け
の
例
外
だ
と
考
え
て
よ
い
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
他
の
諸
藩
に
つ
い
て
こ
の
頃
の
様
子
が
分
ら
な
い
が
、

臆
測
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
戦
幽
時
代
か
ら
の
大
名
の
家
が
続
い
て
い

る
藩
に
あ
っ
て
は
、
一
般
に
こ
れ
と
相
似
た
傾
向
に
あ
っ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。

　
戦
国
時
代
ま
だ
火
器
の
普
及
が
不
充
分
で
あ
れ
ば
、
戦
費
の
多
く

は
侍
各
自
の
負
担
で
足
り
る
。
江
戸
と
国
許
で
の
二
重
生
活
も
無
く
、

殊
に
普
請
手
伝
の
大
き
な
負
担
が
無
い
。
ま
た
一
方
で
は
、
若
干
の

雑
税
や
富
商
の
献
銀
や
富
商
と
結
ん
で
の
資
金
の
運
営
に
よ
る
収
益

等
が
領
国
の
財
政
の
上
に
か
な
り
の
比
重
を
持
つ
こ
と
等
も
あ
っ
て
、

恐
ら
く
戦
国
大
名
の
領
国
に
あ
っ
て
は
、
　
一
般
に
蔵
入
地
は
案
外
に

小
さ
く
て
す
ん
だ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
し
て
殊
に
佐
賀
藩
の

場
合
は
、
他
に
類
例
も
多
い
こ
と
で
あ
る
が
、
戦
国
時
代
に
膨
張
し

た
龍
造
寺
氏
の
領
国
が
末
期
に
な
っ
て
俄
に
縮
少
し
、
旧
主
を
慕
う

筑
前
・
筑
後
・
肥
後
の
侍
を
縮
少
し
た
領
国
に
迎
え
容
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
蔵
入
地
の
小
さ
い
戦
国
大
名
の
領
国
の
体
制
は
近
世
を
迎

え
て
は
当
然
不
都
合
を
生
じ
た
筈
で
あ
り
、
殊
に
徳
川
氏
の
天
下
と

な
っ
て
以
来
の
頻
繁
な
城
郭
普
請
の
手
伝
は
当
然
旧
体
制
の
転
換
を

余
儀
な
く
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。

①
坊
所
鍋
島
氏
の
鍋
島
生
三
は
慶
長
初
年
以
来
鍋
島
直
茂
・
勝
茂
を
補
佐

　
し
、
後
世
の
佐
賀
藩
で
請
役
家
老
と
称
し
た
役
を
勤
め
た
。
慶
長
末
年
以

　
来
は
こ
の
重
責
を
多
久
長
門
守
安
順
等
の
龍
造
寺
氏
一
族
に
譲
る
こ
と
に

　
な
る
が
、
依
然
藩
財
政
に
つ
い
て
の
賓
任
を
員
っ
て
い
た
。
元
聯
露
年
隠

　
艦
し
て
次
第
に
藩
政
か
ら
遠
の
い
た
。
　
門
坊
所
鍋
島
家
交
書
」
は
約
千
逓

　
に
も
達
す
る
彪
大
な
量
の
未
成
巻
の
原
本
で
あ
り
、
そ
の
大
部
分
は
慶
長

　
末
か
ら
元
和
初
年
に
か
け
て
鍋
島
生
三
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
生
三
の

　
家
は
現
在
佐
賀
市
城
内
に
邸
宅
が
残
る
唯
一
の
鍋
島
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

　
同
交
書
を
寄
贈
さ
．
れ
た
佐
賀
県
立
図
露
台
で
は
「
城
内
鍋
島
家
文
筈
」
と

　
仮
称
し
て
い
る
。

②
　
第
三
節
で
触
れ
る
。
小
稿
「
佐
賀
領
に
お
け
る
石
高
と
成
（
上
）
」
『
歴

　
史
地
理
』
…
弟
四
十
巻
第
一
二
辮
万
。

二

佐
賀
藩
が
慶
長
・
元
和
・
覧
永
年
闇
に
勤
め
た
城
郭
普
請
手
伝
に
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つ
い
て
は
、
享
保
八
年
二
月
に
蚕
っ
て
佐
賀
藩
が
幕
府
に
提
試
し
た

　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
霞
）

書
上
が
あ
る
。
先
づ
慶
長
十
三
年
駿
河
城
・
岡
十
四
五
年
尾
張
名
護

歴
城
・
同
十
九
年
江
戸
城
・
元
和
五
年
頃
江
戸
御
普
請
方
御
用
石
運

送
・
同
六
年
大
坂
城
・
寛
永
元
年
大
坂
城
・
同
五
年
大
坂
城
・
同
十

二
三
年
江
戸
城
（
叢
書
）
を
挙
げ
、
　
次
に
慶
長
七
年
伏
見
城
・
同
八

　
　
　
（
古
）

年
尾
州
名
護
屋
城
・
同
十
年
江
戸
城
を
「
御
手
伝
被
仰
人
払
由
」
と

し
、
更
に
慶
長
十
六
年
江
戸
城
・
元
和
元
年
大
坂
城
を
「
御
手
伝
相

勤
禅
師
、
乍
然
書
付
帳
面
等
親
御
座
候
」
と
し
、
追
記
し
て
「
此
外

二
も
御
手
伝
相
勤
候
儀
有
之
由
」
と
あ
る
。
曖
昧
な
例
を
含
ん
で
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
が
普
請
手
伝
の
大
体
の
頻
度
は
推
察
で
き
る
。
な
お
国
許
で
の
佐

賀
城
と
蓮
池
城
も
拡
張
普
請
が
遅
く
と
も
慶
長
初
年
に
始
っ
て
い
る

ら
し
く
、
元
和
元
年
に
及
ん
だ
。
購
立
つ
こ
と
を
恐
れ
た
の
と
徳
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

氏
の
城
郭
の
普
諮
手
伝
で
工
事
は
捗
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。

　
慶
長
の
頃
の
普
譜
手
伝
を
伺
う
一
史
料
と
し
て
、
左
の
年
不
詳
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

月
十
九
日
鍋
島
勝
茂
書
状
は
絶
え
ず
に
変
化
し
た
勝
茂
の
花
押
か
ら

判
断
し
て
慶
長
の
中
頃
で
あ
ろ
う
。

　
最
前
、
出
人
二
千
可
被
差
登
二
二
越
畑
処
、
千
五
百
罷
登
候
条
、
出
人
ハ

　
や
う
や
う
千
百
二
蕎
之
分
二
候
、
其
故
手
前
無
人
に
候
由
、
於
御
前
御
取

　
沙
汰
之
盛
運
、
笑
止
に
存
候
、
や
と
い
候
ヘ
ハ
昨
日
今
臼
ハ
一
人
一
月
一

　
匁
三
分
四
分
に
て
候
、
先
様
ハ
一
日
増
に
た
か
く
可
成
と
校
量
候
間
、
福

　
鱗
介
に
て
申
渡
候
人
数
、
夜
を
日
に
つ
き
可
差
上
候
、
今
千
五
百
可
上
人

　
数
ハ
小
や
番
又
廿
人
広
一
人
乳
之
奉
行
晶
．
／
』
看
病
除
、
も
っ
こ
く
わ
取
点
て

　
　
　
（
は
ま
る
）

　
普
請
二
絹
部
も
の
千
五
百
の
稽
エ
可
申
付
候

と
あ
る
。
大
名
等
が
名
誉
を
か
け
て
競
う
普
請
手
伝
は
戦
場
と
同
様

だ
っ
た
ら
し
く
、
藩
の
財
政
を
顧
み
る
余
裕
は
あ
り
得
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。

　
し
か
し
そ
れ
が
藩
財
政
の
大
き
な
負
担
と
な
ら
な
い
筈
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

慶
長
十
一
年
正
月
廿
田
鍋
島
勝
茂
書
状
と
こ
れ
に
対
応
す
る
同
日
鍋

　
　
　
　
　
　
　
（
許
）
　
　
　
　
　
　
　
④

島
勝
茂
覚
書
の
「
国
本
に
て
借
銀
之
覚
」
に
よ
れ
ば
、
補
元
借
銀
無

之
候
而
、
及
迷
惑
候
間
…
…
」
と
、
龍
造
寺
政
家
を
始
め
と
し
て
家

中
・
領
中
町
人
・
長
崎
寺
か
ら
合
せ
て
銀
七
十
三
貫
を
借
用
し
、
す

で
に
隠
思
中
の
鍋
島
直
茂
も
銀
十
貫
を
援
助
し
て
い
る
。
ま
た
『
元

茂
公
聴
年
譜
』
に
伝
え
る
逸
話
は
何
時
の
年
の
こ
と
か
分
ら
な
い
が
、

何
れ
に
せ
よ
元
和
四
年
に
直
隠
が
益
す
る
前
の
こ
と
ら
し
い
。
上
方

御
普
請
の
経
費
の
調
達
に
悩
ん
だ
勝
茂
が
直
茂
の
隠
居
所
を
訪
ね
た

と
こ
ろ
、
直
茂
は
納
戸
か
ら
印
子
二
百
翻
り
を
取
畠
し
、
　
「
ケ
様
之

蒔
之
金
銀
也
」
と
、
こ
と
も
な
げ
に
渡
し
与
え
た
と
い
う
。
し
か
し

度
重
る
普
請
手
伝
に
は
直
茂
の
納
戸
も
窟
渇
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
家
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中
も
次
第
に
余
裕
を
失
っ
売
で
あ
ろ
う
。
勝
茂
演
家
中
か
ら
借
銀
し

た
史
料
に
元
和
以
降
の
竜
の
は
見
当
ら
な
い
。

　
さ
て
藩
財
政
の
大
き
な
負
担
と
な
っ
た
普
請
手
伝
も
、
慶
長
十
五

年
目
名
古
屋
城
荒
寺
に
至
っ
て
決
定
的
な
打
撃
を
蒙
っ
た
ら
し
い
。

寛
永
十
年
幕
廣
巡
検
使
の
来
藩
を
迎
え
る
に
当
り
、
正
月
九
唐
関
将

　
　
　
　
　
　
⑦

監
等
連
署
覚
書
は
国
許
の
家
老
に
対
し
て
在
江
戸
の
勝
茂
か
ら
の
細

い
指
示
を
伝
え
て
い
る
が
、
そ
の
一
条
に
竜

　
　
一
、
御
家
二
一
一
如
何
た
る
儀
に
候
裁
定
由
、
御
上
使
捨
御
尋
零
時
ハ
、

　
　
　
先
年
尾
州
御
普
請
其
後
之
御
普
請
役
丁
付
爾
手
前
不
相
成
由
、
御
上

　
　
　
国
衆
へ
曾
而
御
〃
噂
被
成
間
敷
藁
候
、

と
あ
り
、
勝
茂
に
と
っ
て
竜
家
老
に
と
っ
て
竜
、
佐
賀
藩
窮
乏
の
直

接
的
原
因
は
す
で
に
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
名
古
屋
城
普
請
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
て
、
慶
長
十
五
年
二
月
昔
五
日
鍋
島
勝
茂
書
状
に
は

　
罵
州
御
普
請
弥
造
作
可
入
体
に
申
来
、
な
に
三
三
迷
惑
候
、
此
中
其
も
と

　
に
て
の
校
燈
之
上
、
回
申
よ
り
の
借
銀
、
は
や
京
伏
見
に
て
か
り
候
銀
、

　
三
百
貫
旨
二
及
有
之
儀
借
間
、
百
石
二
三
而
一
貫
鼠
程
之
役
た
る
へ
く
候
、

　
…
…
又
蔵
入
よ
り
此
中
色
々
遣
方
之
候
銀
、
ふ
し
み
に
て
相
改
申
候
ヘ
ハ
、

　
今
度
類
書
普
請
山
田
相
構
、
二
百
七
十
貫
欝
黒
虫
儀
候
、
又
今
度
之
羅
州

　
御
輿
請
払
蔵
入
汐
可
鳩
銀
子
、
又
我
等
今
度
之
燈
物
忌
之
銀
子
、
可
為
分
、

　
過
候
、

と
あ
る
。
普
詰
は
翌
る
聞
二
月
に
始
ま
っ
た
が
、
や
が
て
六
月
十
五

　
　
　
　
　
　
　
⑨

日
鍋
島
勝
茂
書
状
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
衡
）

　
手
前
普
請
ハ
…
：
⊥
所
指
寄
就
申
付
、
四
千
四
五
百
人
も
隠
里
共
、
是
も

　
不
足
に
て
雇
千
余
二
て
毎
旦
爬
興
野
、
銀
子
過
分
昴
入
候
軽
装
有
推
察
候
、

　
普
請
者
多
有
之
衆
も
、
諸
手
共
二
過
分
一
…
浮
上
寝
臥
、

と
あ
り
、
普
請
の
経
費
は
予
想
を
更
に
大
き
く
上
廻
っ
た
ら
し
い
。

総
経
費
を
伺
う
史
料
が
得
ら
れ
な
い
の
は
残
念
だ
け
れ
ど
も
、
と
に

か
く
慶
長
十
五
年
の
名
古
屋
城
普
請
手
伝
に
よ
る
大
き
な
打
撃
は
、

鍋
島
勝
茂
を
し
て
佐
賀
藩
領
の
私
検
地
と
親
類
家
中
に
対
し
て
の
三

部
上
地
と
七
部
反
米
返
納
の
命
令
を
決
意
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
同
年
霜
月
十
一
日
家
老
多
久
安
三
等
連
署
書
状
（
村
田
八
三
宛
）
に

は　
豪
領
分
三
儀
悉
紫
被
相
改
、
上
下
大
小
不
残
、
百
石
二
一
二
十
石
之
分
差
上

　
申
事
候
、
　
今
度
尾
州
御
普
請
過
分
之
入
眠
付
蒲
・
：
…
返
コ
納
百
石
よ
り
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
抵
づ
し
）

　
十
石
之
反
米
を
一
三
申
付
候
得
共
、
是
も
御
手
前
之
儀
者
差
引
回
申
候
。

と
あ
る
。
村
田
八
助
は
龍
造
寺
政
家
の
次
子
で
あ
り
、
慶
長
十
二
年

政
家
の
隠
属
瓜
刀
を
相
健
縦
し
た
。
　
こ
の
十
二
年
、
政
・
家
に
．
数
ケ
留
月
先
立

っ
て
高
房
が
残
し
龍
造
寺
氏
の
本
家
は
絶
え
、
村
田
氏
は
龍
造
寺
氏
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一
族
の
本
家
格
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
特
に
上
地
と
反
米
が
免
除
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

①
『
吉
茂
公
御
年
譜
写
』

②
　
普
請
の
始
る
前
年
人
夫
を
差
上
せ
た
年
か
ら
計
算
し
た
例
も
あ
り
、

　
　
『
徳
用
実
記
』
と
対
照
し
て
も
洩
れ
た
例
が
あ
る
。

③
　
佐
賀
城
は
戦
閏
時
代
か
ら
の
龍
造
寺
氏
の
厨
城
を
拡
張
し
、
蓮
池
城
は

　
同
じ
く
旧
小
田
氏
の
居
城
を
拡
張
し
た
。
　
『
葉
隠
』
に
、
鍋
島
氏
と
黒
田

　
氏
は
互
に
佐
賀
城
と
福
岡
城
の
臨
堀
を
堀
る
こ
と
を
援
助
し
た
と
い
う
。

　
年
不
詳
正
月
晦
日
鍋
島
直
茂
書
状
　
（
『
直
茂
公
・
高
房
公
・
陽
泰
院
様
御

　
書
』
所
収
、
鍋
島
生
三
宛
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鍋
勘
勝
茂
）

　
　
佐
嘉
甦
池
間
裏
手
講
申
付
之
由
、
信
濃
書
面
に
見
え
候
、
時
分
い
か
エ

　
　
と
存
候
闘
、
事
々
敷
候
ハ
ぬ
や
う
に
可
串
付
候
、
他
方
・
8
批
判
共
候
て

　
　
ハ
と
存
二
間
、
其
心
得
候
て
時
分
く
に
す
こ
し
つ
瓦
可
申
付
候

　
と
あ
る
。
　
一
兀
和
一
兀
年
蓮
池
n
城
は
破
却
さ
れ
γ
、
　
閂
凹
年
後
山
二
月
廿
二
日
鍋
島
勝

　
茂
書
状
（
置
所
鍋
島
家
丈
書
、
鍋
島
生
三
宛
）
に
よ
れ
ば
、
勝
茂
は
蓬
池

　
城
の
「
天
守
矢
倉
屏
撃
墜
禽
舎
熟
々
」
を
佐
賀
城
に
移
す
べ
き
こ
と
を
命

　
じ
て
い
る
が
、
　
『
元
茂
公
御
年
譜
』
に
よ
れ
ば
、
佐
賀
城
も
元
和
元
年
外

　
曲
輪
や
西
の
丸
の
石
壇
普
講
等
を
中
断
し
未
完
成
に
終
っ
た
と
い
う
。

④
坊
所
鍋
島
繁
文
書
、
鍋
島
生
三
宛

　
本
書
状
と
内
容
的
に
関
連
す
る
年
不
詳
六
月
二
日
鍋
島
勝
茂
書
状
に
「
昨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
は
ま
り
）

　
日
朔
日
巨
財
普
請
二
根
部
候
」
と
あ
り
、
或
は
慶
長
九
年
の
江
戸
城
普
諮

　
の
際
か
も
知
れ
な
い
。

⑤
坊
所
鍋
島
家
文
書
、
鍋
島
生
三
宛
。

⑥
坊
所
鍋
島
家
文
書
、
龍
与
兵
衛
等
三
人
宛
。

⑦＠＠＠

『
多
久
家
書
物
』
所
収
、
多
久
長
門
｛
寸
等
六
人
宛
、

文
露
の
様
式
は
縮
田
二
鄭
氏
の
分
類
に
よ
る
「
覚
書
・
条
書
」
に
当
る
。

別
に
俊
賀
藩
で
は
地
方
周
語
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
相
田
氏
の
分
類
名

に
従
い
、
こ
の
類
の
文
講
は
「
覚
漱
呂
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
す
る
。

坊
所
鍋
島
家
文
星
、
鍋
島
生
三
等
四
人
宛
。

『
肥
陽
劇
章
録
』
所
、
収
多
久
長
門
二
等
四
人
宛
。

『
多
久
三
毛
物
』
所
収
。

三

　
慶
長
十
六
年
の
私
検
地
に
よ
る
佐
賀
藩
の
石
高
は
三
十
五
万
七
干

三
十
六
石
五
斗
九
升
九
合
で
あ
り
、
慶
長
十
八
年
に
至
っ
て
幕
府
に

公
認
さ
れ
、
佐
賀
藩
の
表
高
と
な
っ
た
。
都
合
物
成
は
二
十
四
万
三

十
石
三
斗
六
升
八
合
四
諦
、
そ
の
内
小
物
成
が
三
千
四
十
四
石
七
斗

　
　
　
　
　
　
　
①

一
升
一
合
で
あ
り
、
当
時
の
二
審
一
民
の
基
準
に
従
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
従
前
の
石
高
は
天
正
十
八
年
正
月
の
龍
造
寺
高
房
領
の
朱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

印
高
が
三
十
万
九
千
九
百
二
石
、
こ
れ
と
別
に
鍋
島
直
茂
領
の
養
父

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

郡
の
南
半
の
文
禄
四
年
十
二
月
の
朱
印
高
が
五
爵
七
百
石
、
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
う
じ
ろ

石
高
不
詳
の
分
に
鍋
島
七
子
領
の
高
来
郡
神
代
と
深
堀
内
患
領
の
彼

杵
郡
深
堀
が
あ
り
、
合
計
し
て
約
三
十
二
万
石
に
達
し
た
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
慶
長
十
六
年
の
私
検
地
は
草
高
に
お
い
て
四
万
石
近
く
を
打

63　（63）



出
し
た
と
し
て
も
、
物
成
に
お
い
て
は
成
の
引
下
げ
に
よ
っ
て
以
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
大
差
無
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
私
検
地
は
無
意
味

の
様
だ
け
れ
ど
も
、
一
二
部
上
地
の
前
提
と
し
て
も
正
確
な
検
地
は
必

要
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
現
存
す
る
検
地
帳
に
は
慶
長
十
六
年
正
月
十

一
β
付
の
三
根
郡
坊
所
郷
の
村
々
の
数
冊
の
検
地
帳
が
あ
る
が
、
ま

た
家
中
へ
の
中
世
風
の
宛
行
状
数
通
が
や
は
り
同
日
付
で
残
っ
て
い

る
。
普
通
に
慶
長
十
六
年
の
検
地
と
伝
え
る
が
、
検
地
は
十
五
年
暮

，
に
始
め
ら
れ
、
十
六
年
正
月
の
臼
付
で
検
地
帳
が
作
成
さ
れ
、
ま
た

同
時
に
三
部
上
地
に
よ
る
残
七
部
の
知
行
地
に
対
し
て
認
め
て
宛
行

状
が
渡
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。

　
さ
て
慶
長
末
年
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
年
不
詳
の
六
月
昔
日
鍋
島

　
　
　
　
⑤

勝
茂
覚
書
（
鍋
島
生
三
宛
）
に

一
、
新
蔵
入
万
作
二
三
共
、
五
万
石
之
外
ハ
御
座
有
間
三
三
、
内
壱
万
石

　
は
御
普
請
者
井
水
主
鍛
治
番
匠
石
切
御
三
三
方
二
可
被
成
候
、
残
蒲

　
四
万
石
ハ
三
三
ユ
〆
四
菖
貫
痴
除
可
有
御
座
僕
、
右
回
分
一
御
借
銀

　
返
納
之
一
二
三
事

○
得
其
意
三

一
、
嶺
二
上
五
部
か
七
部
か
可
被
召
上
之
通
、
早
々
三
人
ま
て
可
電
導
遣

　
事

○
当
毛
に
て
七
型
よ
り
返
納
…
之
事
、
心
遣
尤
二
存
候
へ
共
、
欝
銀
過
分

　
之
審
　
嫉
条
、
七
都
，
申
付
度
候
へ
共
、
鷹
小
中
相
傭
観
闘
敷
と
存
候
条
、
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
多
久
）
　
（
諜
早
）
　
（
鑓
罐
）

　
部
無
未
進
柑
調
候
様
、
今
よ
り
長
門
・
右
這
・
主
殿
へ
談
合
断
て
可

　
召
縫
候

と
あ
る
。
こ
れ
は
佐
賀
藩
の
初
期
に
往
友
用
い
ら
れ
た
複
合
し
た
形

で
の
覚
書
で
あ
っ
て
、
蔵
入
方
を
預
っ
た
鍋
島
生
三
か
ら
勝
茂
に
宛

て
た
伺
の
覚
書
に
対
し
て
、
各
条
を
書
取
っ
て
条
毎
に
勝
茂
が
可
否

の
意
見
を
付
し
て
い
る
。
当
言
の
佐
賀
藩
の
用
語
で
言
え
ば
鍋
島
勝

茂
点
合
の
手
頭
で
あ
る
。

　
と
に
か
く
こ
の
文
面
か
ら
す
れ
ば
、
慶
長
十
六
年
に
お
け
る
蔵
入

地
の
増
は
物
成
に
し
て
五
万
石
を
越
え
た
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
の
蔵
入
地
の
増
を
伺
う
史
料
に
は
、
ま
た
別

に
元
和
六
年
、
霜
月
の
「
江
戸
御
証
人
衆
詰
新
…
銀
側
㎝
符
…
帳
」
（
表
3
）
が

あ
る
。
当
時
龍
造
寺
氏
一
族
の
諌
早
・
多
久
・
武
雄
・
須
古
の
家
老

四
一
が
幕
府
に
人
質
を
差
出
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
親
類
家
中

の
知
行
地
と
蔵
入
地
の
定
米
に
対
し
、
百
石
に
銀
十
三
匁
二
分
宛
の

航
銀
を
割
り
付
け
た
帳
簿
で
あ
る
。
　
「
何
某
（
殿
）
与
私
」
　
と
あ
る

「
激
動
」
は
こ
の
頃
の
佐
賀
藩
史
料
に
散
見
す
る
「
与
中
丼
私
之
家

中
」
或
は
「
与
中
井
私
之
被
官
」
の
略
称
ら
し
い
。
従
っ
て
、
こ
の
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表3　元和6年江戸御証人衆詰新銀割符帳

　　　　（元＄96年霜月29臼）

　　　　石定♪｛t　　13，ξミ00

　　　12．355．06
　　　’
　　　！！．600
　　　　’
　　　4，100

　　　9畦32。7
　　　　’

　　　3．740
　　　　’

　　　8．442．49
　　　’
　　　5．382．014
　　　’
　　　4．056
　　　　’

　　　4工04．82
　　　’
　　　2，463．44

　　　／，731．024

　　　3．422．74
　　　’
　　　5．700．494！6
　　　　’

　　　5．402．415
　　　，
　　　8．286．122
　　　’
　　　　！84．51

　　　1．045．8004
　　　’
　　　Z997．5
　　　’
　　　4．520．42
　　　’
　　　4，920．057

　　　3，539．289

　　20．000
　　　’
　　　18，974．535

　　77，697．73333

諌早右近允殿

多久長門守殿与泓

武雄主殿助殿

須古下総守殿

鍋島和泉守殿

村田八助殿

／，龍造寺）

J

（鍋島忠茂）

（龍造寺）

神代域部少輔殿与私

勝屋勘左衛門尉与私

石井又左衛門尉与私

鍋島橘左衛門与私

石井田田助与私

鍋島九鄭兵衛与私

鍋島伝兵衛殿与私

嬉野与三兵衛与私

看細八右衛門殿与私

鍋島監物四二私

牟「1：1茂斉殿二型

多久12Kl書頭与

鍋島宥馬助殿与私

鍋島伊豆守殿与泓

成富兵庫助殿与泓

生三与

紀州様御蔵入　（鍋島元茂）

毒i己州様御麟｝

郷蔵入

割
符
帳
に
よ
り
、
最
後
の
御
蔵
入
約
七
万
八
春
灯
を
除
い
て
他
を
合

計
す
る
と
、
元
和
六
年
心
月
に
お
け
る
給
人
の
知
行
地
の
定
米
の
合

計
が
出
る
筈
で
あ
び
、
即
ち
約
十
六
万
五
庭
石
で
あ
る
。

そ
こ
で
慶
長
十
六
年
に
遡
る
と
す
る
と
、
　
ま
だ
紀
州
様
（
鍋
島
元

成
）
御
蔵
入
が
作
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
元
和
六
年
に
は
手
明
鑓
の

上
地
が
あ
っ
た
。
こ
の
上
地
の
定
米
の
合
計
は
何
と
も
確
実
な
推
定

が
で
き
な
い
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
仮
に
六
干
石
頭

註1．以上の定米に（100眉二付銀13匁2分苑）の割宛

　　てがある。
　　　　　　　　　　　　　　石
註2．以上の定米の合計　242，702．16389

註3．この割符帳では寺社領と内儀プヲ知行地が免除さ

　　れている。

註4．“西陽旧章録”所収

度
の
上
地
だ
っ
た
と
し
て
、
こ
の
上
地
に
よ
る
蔵
入
の
定
米
の
増
熱

す
で
に
元
和
六
年
の
捌
符
帳
に
は
含
ん
で
い
る
ら
し
い
。

以
上
の
外
に
も
、
慶
長
十
六
年
の
三
部
上
地
の
以
後
元
和
六
年
ま

で
に
、
知
行
地
・
蔵
入
地
の
定
米
の
変
動
は
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
一
夜
他
の
変
動
は
無
視
し
て
慶
長
十
六
年
の
知
行
地
の
定
米

の
推
定
を
進
め
て
み
る
と
、
特
に
上
地
を
免
除
さ
れ
た
村
田
八
助
の

約
四
千
石
を
別
溶
す
れ
ば
、
三
部
上
地
直
後
の
残
七
部
は
約
十
四
万
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七
千
石
、
三
部
上
地
の
定
米
は
約
六
万
三
千
石
で
あ
ろ
う
。
ま
た
三

部
上
地
当
時
の
知
行
地
の
定
米
は
こ
れ
ら
に
村
田
八
助
領
を
加
え
た

約
二
十
一
万
四
千
石
と
な
る
。

　
し
か
し
右
の
よ
う
な
推
定
は
慶
長
十
六
年
の
蔵
入
地
の
定
米
の
推

定
と
綜
合
す
る
と
、
か
な
り
の
矛
盾
を
来
す
こ
と
に
な
る
。
慶
長
九

年
の
両
蔵
入
盗
犯
万
八
チ
石
の
そ
の
後
の
変
動
を
考
え
る
と
、
鍋
島

直
茂
の
隠
居
分
一
万
石
が
割
か
れ
、
慶
長
十
五
年
に
は
鍋
島
忠
茂
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

加
増
さ
れ
て
鹿
み
島
を
領
し
た
と
伝
え
る
。
直
茂
の
隠
居
分
は
元
和
三

年
前
茂
の
知
行
地
と
な
り
、
忠
茂
の
加
増
高
は
分
ら
な
い
。
し
か
し

と
に
か
く
蔵
入
地
は
定
米
四
万
数
千
石
に
減
っ
た
と
し
て
も
、
外
に

直
茂
の
隠
居
分
の
定
米
一
万
石
と
寺
社
領
の
定
米
約
四
千
石
が
あ
り
、

内
儀
方
知
行
地
も
あ
る
。
こ
の
分
の
確
実
な
定
米
は
分
ら
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

寛
永
五
年
の
知
行
高
か
ら
推
し
て
定
米
千
数
百
石
と
し
、
こ
れ
ら
を

蔵
入
地
の
定
米
に
加
筑
す
れ
ば
、
合
計
六
万
石
位
に
竜
な
る
で
あ
ろ

う
か
つ
更
に
こ
れ
を
給
人
の
知
行
地
の
定
米
の
約
二
十
一
万
四
重
石

と
合
計
す
れ
ば
、
佐
賀
藩
領
の
慶
長
検
地
の
都
合
物
成
二
十
四
万
三

干
魚
三
斗
六
升
八
合
一
心
に
対
し
て
大
き
な
矛
盾
を
生
じ
る
。
ま
た

定
米
四
万
数
千
石
と
推
定
し
た
蔵
入
地
は
一
二
部
上
地
の
約
六
万
三
千

石
の
外
に
、
そ
の
後
元
和
六
年
に
は
手
明
鑓
の
上
地
も
あ
の
、
若
干

の
開
発
高
も
加
え
た
筈
で
あ
る
。
元
和
三
年
に
は
下
熱
の
隠
居
分
の

外
に
、
蔵
入
地
か
ら
定
米
一
万
石
が
元
茂
の
知
行
地
に
割
か
れ
た
と

し
て
も
、
元
和
六
年
の
割
符
帳
で
蔵
入
地
の
定
米
は
十
万
石
を
超
え

て
い
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
よ
う
な
誤
算
を
来
し
た
療
　
四
は
、
前
に
断
っ
た
よ
う
に
、
慶

長
十
六
年
の
三
部
上
地
以
降
の
知
行
地
の
変
動
を
元
茂
の
知
行
と
手

明
鑓
の
上
地
に
限
っ
て
み
た
こ
と
に
由
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
。

恐
ら
く
三
部
上
地
は
六
万
石
に
ま
で
及
ば
ず
、
従
っ
て
元
和
六
年
の

割
符
帳
に
見
る
給
人
の
知
行
地
の
定
米
に
は
三
部
上
地
の
後
で
の
リ

ベ
ー
ト
的
な
加
増
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
右
の
推
定
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
坊
所
鍋
島
家
文
書
を
用
い
て
、

三
所
鍋
島
氏
の
禄
高
の
変
遷
を
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
慶
長
十
六
年
正
月
十
一
爾
鍋
島
勝
茂
宛
行
状
（
鍋
島
生
三
宛
）

に
「
合
而
立
七
百
五
拾
魁
地
之
事
、
宛
行
畢
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
三

部
上
地
の
残
り
七
部
に
つ
い
て
の
宛
行
状
で
あ
り
、
従
っ
て
上
地
当

疇
は
こ
干
五
百
石
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
鍋
島
生
三
は
悪
露
三
年
家
督
を
子
の
朧
影
に
譲
っ
て
い
る
が
、

こ
の
時
生
三
が
煎
物
に
与
え
た
元
和
三
年
十
月
十
八
購
坊
所
領
目
安

（
表
4
）
で
は
、
定
米
干
七
百
八
十
二
石
　
二
斗
と
別
に
「
二
部
二
合
」
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　　　　表4　坊所鍋島領霞安（元和3年10月18臼）

配分

切米

遺方二二ル

我等賄分

引残テ

と
し
て
定
米
五
百
五
十
石
が
あ
る
。

五
百
五
十
石
が
二
部
二
合
に
当
る
米

は
二
千
五
百
石
で
あ
り
、
こ
れ
は
正

に
｝
二
部
上
地
当
時
の
生
三
の
知
行
地

の
定
米
で
あ
る
。

　
元
和
三
年
十
一
月
朔
臼
鍋
島
勝
茂

宛
行
状
（
鍋
島
監
物
宛
）
に
は
「
合
爾

高
三
干
八
百
三
拾
三
餅
三
斗
三
升
地

図
三
極
鮒
紙
父
生
三
令
付
属
度
由
依
申
、

充
行
畢
」
と
あ
る
。
前
の
二
通
で
の

高
は
定
米
を
指
し
た
の
に
対
し
、
こ

れ
は
草
高
で
あ
る
が
、
影
藤
の
佐
賀

藩
で
は
知
行
高
を
六
ツ
成
と
し
た
。

尤
亀
そ
の
場
合
、
知
行
高
は
架
空
の

知
行
高
で
あ
っ
て
、
慶
長
検
地
に
よ

る
二
公
一
民
の
物
成
を
、
そ
れ
が
草
高
の
六
ツ
成
に
当
っ
て
い
る
と

仮
定
し
て
、
物
成
か
ら
逆
に
架
空
の
草
高
を
導
出
し
た
。
従
っ
て
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

際
の
知
行
高
よ
り
か
な
り
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
に
か
く

と
し
て
、
影
干
八
百
三
十
三
石
三
斗
三
升
の
六
ツ
成
は
正
に
二
千
三

百
石
で
あ
り
、
従
っ
て
生
三
の
知
行
地
の
坊
所
領
は
二
部
二
合
を
含

め
て
無
事
に
相
続
で
き
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
坊
所
鍋
島
氏
は
慶
長
十
六
年
正
確
に
三
部
上
地
を
行

い
な
が
ら
、
聞
も
な
く
旧
知
行
地
の
二
部
二
合
を
加
増
の
形
で
リ
ベ

ー
ト
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
加
増
は
大
身
の
龍
造
寺
琉
一
族
の
家
老
等

に
迄
は
少
く
と
も
及
ん
で
い
な
い
ら
し
い
が
、
ま
た
坊
所
鍋
島
氏
だ

け
に
限
ら
れ
た
の
で
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
相
当
広
範
囲
の
家

中
に
及
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
強

行
さ
れ
た
一
律
の
三
部
上
地
は
、
高
率
の
反
米
返
納
と
重
な
っ
て
無

理
を
来
し
、
藩
財
政
再
建
の
た
め
の
抜
本
的
な
対
策
で
あ
り
な
が
ら
、

若
干
の
後
退
を
余
儀
な
く
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
反
米
返
納
の
名
に
お
け
る
献
米
は
、
慶
長
十
六
年
が
最
初
の

例
だ
と
は
祝
え
な
い
。
ま
た
こ
の
後
竜
度
女
繰
返
さ
れ
て
い
て
、
或

は
殆
ん
ど
例
年
の
賦
課
と
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
但
し
返
納
率
は

七
部
と
限
ら
ず
年
に
よ
っ
て
異
り
、
ま
た
こ
の
後
は
反
銀
と
呼
ん
だ

例
が
多
く
、
出
米
・
出
銀
と
呼
ん
だ
例
も
多
い
。

　
序
に
佐
賀
藩
で
給
入
の
反
米
と
紛
ら
わ
し
い
竜
の
に
、
百
姓
の
高

懸
物
の
反
米
が
あ
る
。
は
じ
め
の
頃
、
元
和
七
年
や
寛
永
四
年
の
定

書
で
は
「
夫
料
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
後
に
「
鳥
膚
反
米
」
或
は
単

67　（67）



に
「
反
米
」
と
呼
ん
だ
。
百
姓
の
反
米
の
率
は
年
に
よ
っ
て
異
る
わ

け
で
な
く
、
　
「
五
部
反
米
」
と
は
五
％
の
反
米
で
あ
る
が
、
若
し
給

人
の
反
米
で
あ
れ
ば
「
五
翻
反
米
」
は
五
〇
％
の
反
米
を
音
心
味
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

「
部
」
の
意
味
　
に
も
差
が
あ
る
。

①
多
久
家
日
戸
、
寛
永
十
年
領
高
覚
。

②
　

「
御
朱
印
写
睡
所
収
、
天
正
十
八
年
蕉
月
八
日
鷺
臣
秀
吉
朱
印
状
（
知

　
行
方
獅
録
）
。

③
坊
所
鍋
島
家
文
酵
、
文
禄
照
年
十
二
月
朔
日
豊
臣
秀
吉
朱
臨
状
（
知
行

　
方
目
簸
）
写
。

④
小
稿
「
臨
賀
領
の
職
高
と
成
（
上
と
『
歴
史
地
理
』
第
九
十
巻
第
三
号
。

⑤
坊
所
鍋
島
家
文
書
。

⑥
　
　
「
鍋
島
和
励
縷
忠
茂
譜
一
。

⑦
多
久
家
文
書
の
寛
永
十
年
領
高
書
に
よ
れ
ば
、
慶
長
十
六
年
検
地
に
お

　
け
る
寺
社
領
は
六
千
二
百
九
十
石
羅
斗
四
升
六
合
、
物
成
は
三
分
の
二
で

　
あ
る
。

　
　
『
崩
見
・
氷
五
年
物
甥
暦
到
』
　
に
お
け
サ
の
内
儀
方
知
行
地
は
一
一
千
八
百
｛
ハ
∴
i
一
石

　
2
9
斗
一
升
七
食
九
一
二
札
、
こ
の
着
到
（
分
眠
帳
）
で
は
特
に
「
四
ッ
成

　
リ
」
の
但
書
が
無
い
限
り
庶
ツ
成
り
で
、
内
儀
方
知
行
地
も
五
ツ
成
り
で

　
あ
る
。

⑧
小
稿
「
佐
賀
領
の
石
高
と
成
（
下
）
」
『
歴
史
地
理
』
策
九
十
巻
箪
陽
母

　
　
（
未
刊
）
。

　
佐
賀
蕪
…
の
知
行
地
の
草
高
の
計
算
法
の
原
則
は

　　

ﾛ
壁
£
旗
妻
蜘
轟
・
沸

　
　
薄
幽
－
講
墓
巽
薯
ω
恥
隅
ム
臓
郭
）

　
　
難
幽
鰹
三
王
（
馨
q
幽
Σ
§

　
　
慧
幽
義
誉
貫
登
籍
恥
遷
　
揃
）

　
で
あ
る
。
，

⑨
小
稿
「
佐
賀
藩
の
点
役
方
小
庄
屋
」
『
史
林
繰
第
閥
十
四
巻
第
胴
好
、

　
但
し
週
評
を
執
筆
の
際
ま
で
は
光
和
七
年
の
定
書
を
知
ら
な
か
っ
た
。

四

　
慶
長
十
六
年
・
の
三
部
上
地
や
度
々
の
高
率
の
反
米
・
反
銀
の
返
納

に
も
拘
ら
ず
、
佐
賀
藩
の
財
政
は
容
易
に
好
転
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。

慶
長
十
九
年
佐
賀
藩
は
江
戸
城
普
請
手
伝
を
命
ぜ
ら
れ
、
十
月
初
め

普
請
を
終
っ
た
。
’
し
か
し
た
ま
た
ま
冬
の
陣
勃
発
の
気
配
が
あ
り
、

勝
茂
は
頻
り
に
出
陣
を
願
出
で
、
国
許
に
立
帰
る
余
裕
竜
な
く
大
坂

に
直
行
し
、
　
『
勝
茂
公
社
年
譜
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
蒔
勝
茂
は
幕
府

か
ら
銀
三
百
貫
を
借
用
し
た
と
い
う
。
寛
永
十
二
年
九
月
昔
日
鍋
島

　
　
　
　
　
　
①

勝
茂
覚
書
に
は

　
　
一
、
…
…
先
年
大
阪
御
陣
之
刻
、
銀
子
無
之
及
迷
惑
候
付
而
、
刀
脇
差
な

　
　
　
と
か
な
た
こ
な
た
二
質
一
一
農
、
借
銀
可
申
由
候
つ
れ
共
、
ケ
様
之
刻

　
　
　
ハ
か
し
手
な
く
、
は
た
と
行
轟
可
仕
様
無
灯
搾
乳
、
召
無
調
者
共
存
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慶長元和期の佐賀藩財政（城島）

　
　
　
た
る
事
候

と
あ
る
。
冬
の
陣
の
時
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
勝
茂
は
夏
の
陣
に
も

、
九
州
の
大
名
の
中
で
は
誰
よ
り
も
早
く
馳
参
じ
た
け
れ
ど
も
、
落
城

迄
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
と
い
う
。
な
お
慶
長
十
九
年
十
月
十
日
鍋

　
　
　
　
◎

島
勝
茂
覚
書
に
は

　
　
一
、
当
年
今
迄
無
際
限
物
入
候
、
…
…
さ
候
ハ
・
国
借
銀
一
職
業
年
之
返

　
　
　
納
被
差
延
、
上
僧
銀
払
切
申
度
事

　
　
一
、
楽
五
部
之
儀
専
一
二
可
被
申
付
候
事

等
と
あ
る
。
こ
の
頃
の
国
許
で
の
借
銀
に
つ
い
て
は
、
　
「
当
町
人
借

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

銀
引
残
本
利
合
，
元
和
三
年
九
月
切
目
安
」
が
あ
り
、
　
コ
兀
和
二
年

借
銀
〕
と
「
前
借
銀
之
内
」
の
本
望
合
せ
て
約
二
百
貫
の
借
銀
を
元

憩
三
年
暮
の
蔵
入
で
皆
済
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ

、
が
当
蒔
の
佐
賀
藩
の
借
銀
の
全
部
で
は
な
い
。

　
込
て
佐
賀
藩
の
財
政
が
依
然
困
難
で
あ
る
時
、
上
地
や
反
米
・
反

乱
の
返
納
に
よ
っ
て
蔵
入
方
の
負
担
を
分
担
す
る
こ
と
に
な
っ
た
佐

賀
藩
の
親
類
家
中
は
、
当
然
の
こ
と
乍
ら
家
計
の
困
難
を
来
し
て
き

た
。
上
地
や
反
米
・
反
銀
を
免
れ
た
切
米
取
の
侍
も
切
米
が
部
引
し

　
　
　
　
①

て
支
給
さ
れ
、
百
姓
の
年
賞
も
限
度
を
超
え
る
か
超
え
な
い
か
の
重

い
負
担
と
な
っ
た
．

　
給
人
の
家
計
園
難
に
対
す
る
佐
賀
藩
の
対
策
に
は
、
先
ず
領
内
の

銀
主
に
対
し
給
人
の
借
銀
の
利
子
を
切
捨
て
、
元
銀
の
支
払
を
猶
予

す
る
措
催
が
と
ら
れ
て
い
る
。
坊
所
春
鳥
家
文
書
の
丙
十
月
十
二
日

の
定
書
は
元
和
二
年
の
丙
で
あ
る
こ
と
は
疑
を
容
れ
な
い
。

　
　
　
、
此
中
家
中
之
者
、
於
国
中
金
鋲
米
之
間
、
為
給
人
霧
隠
仕
候
を
三
年

　
　
　
桐
延
二
条
、
此
間
二
手
前
相
続
候
様
二
可
仕
候
、
四
年
五
年
一
本
銀

　
　
　
可
返
納
候

　
　
　
　
付
、
遇
配
分
之
後
、
借
銀
借
米
之
儀
者
銘
々
勝
手
次
第
や
り
取
可

　
　
　
　
　
仕
候

と
あ
・
る
。

　
ま
た
坊
所
鍋
島
家
文
書
に
、
日
付
の
記
入
も
無
い
が
元
和
初
年
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

推
定
さ
れ
る
定
書
案
が
あ
る
。
初
め
に
「
覚
」
と
書
き
抹
穀
－
し
て

「
定
」
と
書
き
改
め
た
外
、
条
文
に
も
随
所
に
訂
正
箇
所
が
あ
り
、

全
く
の
下
書
で
あ
る
。
こ
の
条
文
の
一
条
に

　
　
一
、
給
人
下
地
を
抱
、
菊
瓦
な
ミ
に
上
納
之
儀
者
不
及
中
二
、
御
公
役
少

　
　
　
も
不
懸
合
獲
麟
於
有
之
巻
、
二
割
名
付
候
彌
可
申
閲
事

と
あ
る
。
、
佐
賀
藩
史
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
給
人
の
在
郷
と
蔵
入
地
の

耕
作
、
従
っ
て
ま
た
百
姓
並
の
年
貢
上
納
と
夫
役
負
担
の
事
実
は
佐

賀
藩
の
特
殊
な
形
態
と
し
て
漉
意
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
す
で
に
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元
禰
初
年
に
は
始
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
由
来

す
る
と
こ
ろ
が
、
近
世
初
頭
に
あ
る
べ
き
兵
農
の
分
離
と
給
人
の
城

下
移
倥
の
不
徹
底
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
は
、
先
ず
頭
に
浮
ぶ
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
受
認
鍋
島
家
文
書
で
「
定
麗
条
々
」
と
あ
る
元

溜
四
年
正
月
廿
八
日
の
定
書
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
爽
脱
力
）

　
　
一
、
佐
賀
噛
連
晶
他
へ
移
㎝
姥
晟
候
考
鰭
翻
埋
リ
点
仕
郷
什
圃
儀
、
可
“
為
三
一

　
　
一
、
居
屋
敷
井
蒙
売
買
仕
候
儀
、
可
悼
止
事

　
　
一
、
家
中
手
前
不
獺
成
巻
之
役
掻
、
誰
好
音
之
者
た
り
と
い
ふ
と
も
、
不

　
　
　
申
聞
、
私
見
仕
代
儀
、
可
磁
壁
事
変

　
　
　
　
付
、
知
行
質
券
斥
候
儀
、
堅
法
度
之
慕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
あ
り
、
元
瀦
七
年
十
月
十
二
撒
の
「
諸
法
門
並
定
置
条
々
」
に
は

　
　
一
、
給
人
屠
屋
敷
を
売
候
儀
、
停
止
旧
事

　
　
一
、
給
人
家
を
売
一
儀
、
親
類
中
左
申
届
、
墨
付
を
取
候
て
可
売
騨

　
　
　
　
　
　
　
　
（
多
久
’
武
雄
・
須
吉
・
諫
母
の
閥
家
彪
）

　
　
一
、
下
々
在
郷
候
儀
、
四
人
切
手
を
以
可
申
付
真

　
　
　
　
付
、
佐
嘉
無
人
一
一
無
之
様
二
可
然
候

と
あ
る
。
当
時
在
郷
し
た
給
人
の
中
で
、
少
く
と
も
直
参
の
給
人
の

多
く
は
一
旦
佐
賀
城
・
蓮
池
城
の
城
下
に
移
住
し
な
が
ら
、
生
活
困

難
の
た
め
に
止
む
を
得
ず
郷
村
に
疎
開
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
ひ
そ

の
際
佐
賀
藩
の
場
合
、
鍋
島
氏
が
圏
替
に
よ
り
給
人
を
引
連
れ
て
他

所
か
ら
入
部
し
た
の
で
は
無
か
っ
．
た
こ
と
は
、
給
人
の
郷
村
へ
の
疎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

開
を
ス
ふ
ー
ズ
に
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
給
人
の
在
郷
は
こ
の

時
勢
出
勝
に
な
っ
て
お
り
、
寛
永
年
間
に
至
り
一
二
度
願
繊
制
も
押

回
し
て
勝
手
な
疎
纏
…
を
認
め
た
こ
と
が
あ
ら
て
も
、
大
体
こ
の
原
則

は
貫
か
れ
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
従
っ
て
実
際
に
在
郷
し
た
給

人
は
数
か
ら
言
っ
て
稀
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
は
言
え
な
い
こ
と
で
、

そ
れ
は
蔵
入
地
の
耕
作
に
つ
い
て
竜
同
様
で
あ
る
。

　
な
お
元
和
四
年
と
七
年
の
定
書
を
比
較
す
る
と
、
四
年
に
は
給
人

の
居
屋
敷
と
家
の
売
貿
が
共
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
に
卸
し
、
七
年

に
な
る
と
寒
の
車
死
買
は
願
出
制
に
な
っ
て
い
る
。
給
人
の
家
計
は
年

と
共
に
圏
難
を
加
え
、
佐
賀
藩
の
当
局
と
し
て
も
次
第
に
譲
歩
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
き
た
様
子
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
前
掲
の
元
和
初
年
の
定
書
案
に
は
、
ま
た

　
　
一
、
上
納
月
拾
日
限
一
一
皆
納
可
仕
候
、
若
緩
二
候
て
乗
進
之
仁
屯
在
之
者
、

　
　
　
　
（
マ
・
）

　
　
　
刻
籠
詣
可
申
付
事

　
　
一
、
上
納
不
足
候
て
他
出
之
仁
於
有
之
ハ
、
其
村
中
よ
り
候
て
可
平
調
之

　
　
　
聞
、
走
候
す
る
見
懸
之
仁
ニ
ハ
兼
而
番
を
付
可
召
置
事

と
あ
る
。
し
か
し
百
姓
は
そ
の
負
担
に
堪
え
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
頃
の
佐
賀
藩
に
は
百
姓
の
逃
散
が
頻
発
し
た
ら
し
い
。
元
和
三
年
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（
マ
・
）
　
　
③

と
推
定
で
き
る
卯
月
二
日
江
戸
小
婦
衆
書
状
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
　
一
筆
致
啓
上
候
、
伽
元
和
二
年
三
三
、
白
石
汐
百
子
六
酉
五
十
一
人
走
串

　
候
由
…
…
夫
一
【
付
、
御
要
入
所
無
残
所
相
き
わ
め
申
候
ヘ
ハ
漸
百
人
斗
走

　
三
揃
、
此
分
ハ
擬
闘
能
か
う
作
能
年
も
…
…
い
つ
も
走
工
事
二
候

　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
ζ
　
　
ζ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
あ
り
、
年
不
詳
正
月
登
二
日
鍋
島
直
茂
覚
書
に
は

　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）

　
　
一
、
領
中
百
性
絹
は
し
り
候
由
、
得
其
意
候
、
は
し
り
も
の
の
儀
ハ
不
及

　
　
　
力
候
、
此
先
之
儀
は
れ
ん
ミ
ん
を
く
わ
へ
、
は
し
り
候
ハ
ぬ
様
ユ
才

　
　
　
覚
尤
候

と
あ
る
。
直
茂
は
元
和
四
年
差
残
し
た
が
、
こ
の
覚
書
は
多
分
元
和

王
年
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
な
お
元
和
七
年
十
月
十
二
日
の
定
書
に
は

　
　
一
、
夫
料
と
し
て
物
成
壱
石
二
付
而
、
蔵
入
所
ハ
五
升
配
分
所
ハ
三
升
、

　
　
　
惣
頁
姓
共
よ
り
差
出
、
郷
夫
召
仕
問
三
家
、
但
、
召
仕
候
ハ
て
不
叶

　
　
　
義
正
配
瓢
す
碗
説
く
之
在
所
ウ
ぬ
巻
ユ
郡
朋
を
差
壇
画
二
刀
山
仕
事

と
あ
る
。
こ
の
定
書
は
寛
永
四
年
に
も
繰
返
え
さ
れ
て
お
り
、
夫
料

を
上
納
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
郷
夫
を
免
除
さ
れ
た
筈
で
あ
る
が
、
寛

永
十
年
の
史
料
に
よ
れ
ば
少
く
と
も
当
時
は
実
際
は
そ
う
で
な
く
、

負
担
の
重
氏
と
な
っ
て
い
た
。

①
　
『
肥
陽
旧
章
録
』
所
収
、
多
久
装
作
宛
。

②
　
坊
所
鍋
島
家
交
語
、
多
久
長
門
等
四
人
宛
。

③
　
坊
所
鍋
島
家
交
書
。

　　

@
野
鶴
嬬
鼎
　
総
総
欝
刈
｝
滋
、
諜
野

　
　
右
本
利
二
口
合
銀
…
…
当
㎝
申
入
｝
二
聞
返
納
串
候
儀
、
存
知
候
也
、
元
和

　
　
　
　
　
　
　
（
鋤
島
勝
茂
）

　
　
三
年
十
月
七
臓
御
印
。

④
多
久
家
交
差
鴨
「
銀
醗
之
覚
偏
と
あ
る
元
神
六
年
霜
月
廿
穴
臼
鍋
島
勝

　
茂
覚
欝
（
多
久
長
門
等
二
人
宛
）
に

　
一
、
切
米
取
ヘ
ハ
可
胡
控
由
被
申
越
候
へ
共
、
何
も
辛
労
仕
、
其
上
三
部

　
　
　
引
候
間
、
惣
並
弐
部
可
遣
審

⑤
　
こ
の
定
書
案
の
一
条
に
四
百
魁
夫
飯
米
の
こ
と
が
あ
る
の
は
、
多
久
家

　
交
書
の
元
和
工
年
六
月
十
一
二
臼
「
公
儀
御
普
請
三
二
」
の
一
条
に
「
四
百

　
石
夫
三
百
人
行
合
二
可
被
差
上
事
」
と
あ
る
の
に
対
照
さ
れ
る
。

⑥
『
禮
孝
公
御
代
（
上
）
』
所
収
。

　
第
二
条
の
「
親
類
中
孟
申
鵬
偏
と
あ
る
「
親
類
」
と
は
、
後
世
の
佐
賀
藩

　
　
　
し
ら
い
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
ま
し
ろ

　
で
は
白
石
の
鍋
島
氏
∴
村
田
の
鍋
島
氏
・
川
久
保
の
神
代
氏
・
久
保
田
の

　
村
田
氏
を
指
し
、
多
久
・
武
雄
・
諌
早
・
須
古
の
四
氏
は
元
禄
十
二
年
に

　
門
親
類
同
格
」
と
な
っ
た
。
し
か
し
佐
賀
藩
も
初
期
の
史
料
で
見
る
と
、

　
多
久
・
武
雄
・
諌
畢
・
須
古
の
諸
民
が
「
親
類
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
ら
し

　
く
、
龍
造
寺
氏
の
時
代
の
名
残
と
し
て
当
然
で
あ
ろ
う
か
。

⑦
尤
も
蔵
入
地
の
耕
作
と
な
る
と
、
ま
だ
問
題
が
あ
る
。
給
人
の
耕
作
が

　
知
行
地
の
手
作
り
だ
け
で
あ
れ
ば
と
に
か
く
、
蔵
入
地
の
耕
作
権
は
曾
て

　
そ
れ
を
持
っ
て
い
た
給
入
も
城
下
に
移
住
し
た
時
に
放
棄
し
て
い
た
筈
で

　
あ
ろ
う
。
再
び
在
郷
し
て
蔵
入
地
を
耕
作
す
る
こ
と
に
な
っ
た
給
人
の
場
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合
、
そ
め
耕
作
縦
は
ど
の
よ
う
に
し
て
入
手
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
元

　
和
四
年
の
定
書
案
に
は

　
　
　
（
マ
・
）

　
一
、
百
性
前
々
よ
り
御
公
役
仕
来
候
下
地
職
、
下
代
庄
屋
と
し
て
私
二
替

　
　
　
申
間
敷
事

　
と
あ
る
。
実
際
上
、
代
官
下
代
や
庄
麗
が
相
当
臼
由
に
裁
量
し
て
い
た
の

　
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
な
お
佐
賀
藩
で
の
特
殊
な
形
態
と
し
て
、
給
入
の
在
郷
耕
作
と
共
に
注

　
羅
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
給
入
が
町
人
並
に
市
中
で
商
売
に
従
事
す
る
こ
と

　
が
あ
る
。
元
和
初
年
生
活
難
に
よ
る
在
郷
耕
作
が
始
つ
た
と
鋼
瞭
に
、
市

　
中
で
の
商
売
も
始
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
可
能
性
は
充
分
考
え

　
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
管
見
の
護
り
、
彬
当
広
範
臨
に
給
人
の
商
売
が
営
ま

　
れ
た
ら
し
い
こ
と
を
確
認
す
る
史
料
は
、
承
応
四
年
に
ま
で
降
る
こ
と
に

　
な
る
。

⑧
　
坊
所
鍋
島
家
妻
書
、
宛
所
は
記
し
て
な
い
。

⑨
『
．
題
意
公
高
房
公
心
墨
軽
挙
御
状
』
所
収
、
鍋
島
生
三
宛

　
佐
賀
藩
の
百
姓
一
揆
は
従
来
、
寛
延
三
年
の
給
人
と
連
携
し
た
極
め
て
特

　
殊
な
性
格
を
持
つ
諌
早
騒
動
以
外
は
知
ら
れ
て
い
ず
、
私
も
元
和
初
年
よ

　
り
後
で
は
諌
早
騒
動
以
外
に
窟
姓
一
揆
の
史
料
を
知
ら
な
い
。
し
か
し
否

　
姓
の
負
担
は
寛
永
以
降
に
は
軽
減
し
た
と
も
考
え
に
く
い
。
郷
村
に
あ
っ

　
て
胃
姓
と
共
に
給
入
が
交
り
あ
っ
て
十
人
組
・
五
人
紐
を
作
っ
た
こ
と
や
、

　
村
横
門
に
よ
る
織
威
し
た
警
察
行
数
等
が
こ
の
後
の
胃
姓
一
揆
を
防
止
し

　
た
原
麟
で
あ
ろ
う
か
。

⑱
　
罰
鷹
孝
公
彿
代
（
上
ご
所
収
、
本
藍
は
譲
早
煎
孝
の
年
譜
で
は
な
く
、

　
直
灘
の
時
代
の
文
藝
の
集
成
で
あ
る
。

五

　
元
和
橿
武
の
後
、
佐
賀
藩
の
蔵
入
地
の
増
を
図
る
努
力
に
は
ま
た

領
内
の
積
極
的
な
胴
発
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
水
利
土
木
に
特
殊
な
識

見
と
技
術
を
備
え
た
成
欝
兵
庫
助
茂
安
の
進
欝
に
よ
る
と
伝
え
ら
れ
‘

る
。
そ
の
蘭
発
は
寛
永
前
期
に
及
ん
だ
け
れ
ど
屯
、
す
で
に
元
和
六

年
の
頃
に
は
若
干
の
成
果
が
あ
っ
た
。
元
和
六
年
の
「
江
戸
御
証
人

衆
詰
新
銀
割
符
帳
」
を
見
る
と
、
給
人
の
知
行
地
と
蔵
入
地
の
定
米

の
合
計
が
約
二
十
四
万
三
千
石
で
あ
る
が
、
元
和
六
年
十
一
月
五
段

多
久
長
門
守
覚
書
（
惜
、
肥
陽
閣
章
録
』
所
収
、
鍋
島
勝
茂
宛
）
は
四
人
証

人
前
回
料
の
割
付
け
か
ら
寺
社
と
内
儀
方
を
免
除
し
て
い
る
。
そ
れ

ら
免
除
さ
れ
た
分
の
正
確
な
定
米
が
分
ら
な
い
が
、
寺
社
領
は
慶
長

十
六
年
と
寛
永
五
年
の
平
均
を
と
り
、
内
儀
方
知
行
地
は
寛
永
五
年

に
近
か
っ
た
も
の
と
仮
定
し
、
こ
れ
ら
を
合
計
す
れ
ば
約
四
五
千
石

　
　
①

で
あ
る
。
こ
れ
を
蔵
入
地
や
給
人
の
侮
行
地
の
定
米
に
加
算
す
れ
ば

二
十
四
万
七
八
千
石
と
な
り
、
慶
長
十
六
年
の
検
地
の
際
よ
り
七
八

千
石
は
増
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
判
勝
茂
公
御
年
譜
』
に
よ
れ
ば
、
元
和
六
義
，
に
は
平
侍
の
予

備
役
綱
が
作
ら
れ
、
知
行
地
を
召
上
げ
切
米
を
支
給
す
る
こ
と
に
し
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た
。
即
ち

　
今
年
御
家
中
之
侍
、
当
時
御
用
畠
不
相
立
者
の
儀
ハ
、
現
量
五
拾
石
以
下

　
知
行
被
召
上
、
御
蔵
繭
一
二
覇
現
米
十
五
黒
塗
御
付
、
如
睦
に
て
ハ
無
役
、

　
物
龍
之
節
者
鍵
一
本
具
足
一
領
に
て
可
罷
臨
之
露
、
被
憤
怨
、
…
…
傍
惚

　
弐
百
余
人
御
蔵
前
十
五
石
ユ
成
也
、
今
手
明
鑓
と
云

　
　
　
　
　
　
②

と
あ
る
。
手
明
鑓
と
な
っ
た
平
侍
が
上
地
し
た
定
米
の
合
計
が
分
ら

な
い
が
、
仮
に
平
均
を
一
二
十
石
と
し
て
合
計
約
六
千
石
と
な
る
。
し

、
か
し
代
っ
て
切
米
十
五
罪
囚
を
支
給
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
蔵
入
方
の

実
収
の
増
は
約
三
唾
石
と
な
り
、
大
し
て
影
響
は
来
し
て
い
な
い
。

そ
う
し
て
こ
の
上
地
が
何
月
に
行
わ
れ
た
の
か
分
ら
な
い
が
、
何
れ

に
せ
よ
元
和
六
年
霧
月
の
割
符
帳
で
は
こ
の
上
地
に
よ
る
分
の
定
米

の
増
は
す
で
に
御
蔵
入
約
七
万
八
干
將
に
含
ま
れ
て
い
る
ら
し
い
。

元
和
七
年
の
口
安
に
5
赴
け
る
御
蔵
入
の
定
米
が
割
符
帳
の
定
米
の
ま

ま
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
佐
賀
藩
財
政
の
窮
乏
は
、
直
接
の
原
因
が
頻
繁
な
普
請
手
伝

に
あ
る
に
せ
よ
、
基
礎
的
な
条
件
は
蔵
入
の
比
率
の
小
さ
い
こ
と
に

あ
る
。
普
請
手
伝
は
何
れ
の
藩
に
と
っ
て
も
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た

に
せ
よ
、
諸
藩
の
石
高
に
応
じ
て
割
当
て
ら
れ
る
以
上
、
蔵
入
の
比

率
の
小
さ
い
藩
程
、
負
担
の
重
量
が
増
す
道
理
で
あ
ろ
う
。
佐
賀
藩

が
知
行
地
の
上
地
や
領
内
の
開
発
に
よ
っ
て
比
率
の
改
訂
を
図
っ
た

の
は
、
い
か
に
も
抜
本
的
な
対
策
で
あ
っ
た
。

　
前
に
、
私
は
慶
長
の
目
安
に
お
け
る
佐
賀
藩
の
蔵
入
の
比
率
の
小

さ
い
こ
と
を
以
て
佐
賀
藩
だ
け
の
特
殊
例
と
せ
ず
、
戦
国
時
代
以
来

大
名
の
家
が
連
続
し
た
諸
藩
に
あ
っ
て
は
大
体
圃
様
の
傾
向
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
臆
測
を
述
べ
て
お
い
た
。
か
よ
う
な
憶
測

か
ら
、
ま
た
従
っ
て
、
慶
長
二
兀
和
の
頃
に
は
そ
れ
ら
の
諸
藩
で
竜

佐
賀
藩
の
場
合
と
同
様
に
蔵
入
の
比
率
の
拡
大
に
つ
い
て
の
努
力
が

な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
一
律
の
上
地
や
侍
の
予
備
役
制
に

よ
る
上
地
と
か
で
な
く
と
も
、
何
等
か
の
形
で
の
知
行
地
の
再
配
分

が
行
わ
れ
、
ま
た
領
内
開
発
の
努
力
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
臆
測
し
て
い
る
。

　
し
か
し
佐
賀
藩
以
外
の
そ
れ
ら
諸
藩
に
お
い
て
は
、
一
続
の
上
地

に
よ
っ
て
も
相
当
の
成
果
を
挙
げ
得
た
で
あ
ろ
う
の
に
対
し
、
佐
賀

藩
の
場
合
は
漸
く
に
し
て
捻
出
し
た
蔵
入
地
が
、
鍋
島
氏
一
族
の
巨

大
な
知
行
地
を
作
り
出
す
た
め
に
、
か
な
り
の
部
分
を
知
行
地
に
還

元
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
佐
賀
藩
の
特
殊
事
情
で
あ
9
、
佐

賀
藩
初
期
の
財
政
や
家
中
の
窮
乏
が
諸
藩
の
中
で
も
特
に
甚
し
い
理

由
と
な
っ
た
と
思
う
。
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元
和
六
年
の
割
符
帳
で
見
れ
ば
、
御
蔵
入
約
七
万
八
干
石
は
ま
だ

佐
賀
藩
領
の
約
三
分
置
一
で
あ
る
が
、
す
で
に
紀
州
様
御
蔵
入
二
万

石
や
鍋
島
和
泉
守
殿
約
九
礎
石
の
臣
大
な
知
行
地
が
作
ら
れ
て
い
る
。

若
し
こ
れ
ら
の
知
行
地
が
作
ら
れ
な
け
れ
ば
御
蔵
入
は
こ
の
遷
す
で

に
十
万
石
を
超
し
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
鍋
島
氏
の
立
揚
か
ら
す
れ

ば
止
む
を
得
な
い
事
情
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
慶
長
十
二
年
龍
造
寺
氏

の
本
家
が
絶
え
、
鍋
島
勝
茂
が
そ
の
領
国
を
継
承
し
た
時
、
耀
造
寺

厩
一
族
の
家
老
等
は
戦
国
時
代
以
来
の
臣
大
な
知
行
地
を
擁
し
た
ま

ま
領
内
に
踏
み
止
っ
た
。
元
和
六
年
す
で
に
三
部
上
地
を
経
て
い
な

が
ら
諌
早
・
多
久
・
武
雄
・
須
古
の
四
氏
の
定
米
の
合
計
は
五
万
石

　
　
④

を
超
え
、
更
に
村
田
氏
の
約
四
千
石
が
あ
る
。
耀
造
寺
氏
の
一
族
は

藩
主
と
な
っ
た
鍋
島
氏
に
対
し
充
分
の
協
…
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
け

れ
ど
も
、
鍋
鶴
氏
と
し
て
は
龍
造
寺
氏
一
族
の
藩
屏
を
圧
倒
す
る
だ

け
の
鍋
島
氏
一
族
の
藩
屏
を
作
り
た
か
っ
た
の
は
、
ま
た
当
然
で
あ

っ
た
。

　
更
に
鍋
島
勝
茂
に
は
関
ケ
詩
趣
の
際
西
軍
に
味
方
し
、
し
か
も
領

国
の
安
泰
を
得
た
こ
と
に
つ
い
て
、
徳
川
氏
に
対
す
る
報
恩
感
謝
の

念
が
強
く
、
誰
よ
り
も
徳
川
氏
に
対
す
る
忠
勤
を
抽
ん
で
よ
う
と
し

た
。
こ
の
た
め
関
ケ
原
油
後
忠
茂
は
人
質
に
差
嵐
さ
れ
、
冬
の
陣
以

来
は
元
茂
も
人
質
に
差
出
さ
れ
た
。
寛
永
五
年
置
は
忠
茂
の
子
で
依

然
公
儀
奉
公
を
勤
め
て
い
た
正
戒
が
勝
茂
と
不
和
に
な
り
、
勝
茂
は

正
心
の
知
行
地
を
召
上
げ
た
が
、
代
り
に
五
子
直
朝
に
与
え
て
翌
朝

を
ま
た
公
儀
奉
公
さ
せ
、
更
に
四
子
直
澄
も
公
儀
奉
公
に
差
卜
し
た
。

元
茂
・
直
澄
・
直
訴
は
後
で
は
幕
府
か
ら
大
名
と
し
て
遇
せ
ら
れ
、

小
城
・
蓮
池
・
鹿
島
の
三
支
藩
の
初
代
藩
主
と
な
っ
た
が
、
勝
茂
が

自
ら
招
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
元
和
ま
で
は
公
儀
奉
公
を
勤
め
た
の

は
ま
だ
弟
の
忠
茂
と
長
子
の
元
茂
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
誌
の
費

は
少
く
な
か
っ
た
。

　
元
茂
は
元
和
三
年
四
月
祖
父
直
前
の
隠
居
分
定
米
一
万
石
を
相
続

⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
、
同
十
二
月
江
戸
詰
の
勘
忍
料
と
し
て
一
万
石
を
加
増
さ
れ
た
。

元
和
六
年
七
月
勝
茂
は
「
我
等
手
前
若
餅
過
分
之
借
銀
有
之
番
士
条
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

其
方
手
前
二
先
様
借
銀
多
有
之
候
共
、
加
勢
申
義
耽
と
愚
問
敷
」
と

戒
め
な
が
ら
、
翌
七
年
に
は
元
茂
の
江
戸
詰
料
に
毎
年
銀
子
五
十
貫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

目
宛
を
遣
す
ご
乏
を
申
渡
し
て
い
る
。
し
か
も
忠
茂
に
せ
よ
元
素
に

せ
よ
、
江
戸
詰
に
よ
る
財
政
の
書
幅
を
訴
え
る
ご
と
は
度
女
で
あ
っ

た
。①

　

『
寛
永
五
年
惣
着
到
』
に
お
け
る
寺
社
領
は
四
チ
七
百
八
十
二
石
七
升

　
五
勺
八
札
、
但
し
五
ッ
成
で
あ
る
。
同
じ
く
内
儀
方
知
行
地
と
慶
長
十
六
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年
の
検
地
に
お
け
る
寺
社
領
に
つ
い
て
は
第
三
節
の
註
⑦
参
照
。

③
手
明
鑓
は
こ
れ
以
後
す
備
役
の
平
侍
を
意
味
し
た
。
手
明
鍵
の
名
は
こ

　
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
こ
と
は
、
慶
長
五
年
十
月
十
九
鷹
陣
中
法
度
へ
『
古
文

　
書
写
、
鍋
島
主
水
差
出
駈
所
収
）
に

　
一
、
手
明
鑓
之
表
手
柄
を
励
ミ
高
名
騰
馬
・
弓
鉄
砲
之
内
手
柄
之
仁
な
、
ミ

　
　
　
に
可
有
鈍
感
購

　
と
あ
る
。
ま
た
根
本
史
料
で
は
な
い
が
、
享
保
頃
の
武
雄
領
の
或
る
侍
の

　
手
記
（
『
佐
賀
武
雄
之
故
実
』
と
の
仮
題
が
あ
る
）
の
中
に

　
　
倦
又
、
手
明
鑓
と
申
候
儀
ハ
剣
鑓
と
申
ユ
対
候
て
之
名
エ
て
候
、
以
前

　
　
ハ
弓
矢
御
塵
候
節
、
大
身
之
人
ハ
鑓
柱
に
罷
成
、
小
身
の
侍
五
人
二
て

　
　
も
三
人
こ
て
も
望
激
人
を
御
断
ゆ
上
、
手
二
付
嵐
陣
仕
候
、
是
を
蒲
鑓

　
　
と
申
候
、
翻
鑓
之
外
、
小
身
之
侍
ヲ
手
朋
鑓
と
申
候

　
と
あ
る
。
元
和
六
年
以
降
の
予
備
役
の
手
明
…
鍵
は
如
陸
㎝
（
平
時
）
は
蕪
…
役
【

　
と
さ
れ
、
物
前
之
節
（
戦
時
）
の
役
だ
け
を
思
う
筈
で
あ
っ
た
が
、
聞
も

　
な
く
平
時
に
も
勤
務
す
る
こ
と
に
な
り
、
平
侍
と
徒
士
と
の
開
の
中
闘
階

　
級
と
な
っ
た
。

③
多
久
家
文
書
の
寛
永
四
年
八
月
十
四
臼
鍋
島
勝
茂
覚
欝
（
多
久
長
門
等

　
五
人
宛
）
に
は

　
一
、
手
前
借
銀
多
有
之
儀
、
物
成
能
知
行
之
由
候
処
、
如
何
た
る
儀
候
哉

　
　
　
と
取
沙
汰
候
、
と
あ
る
。

④
元
和
六
年
の
割
符
帳
で
多
久
長
門
守
は
「
与
私
」
と
あ
り
、
従
っ
て
定

　
米
の
一
万
二
千
余
石
の
申
に
は
、
多
久
領
の
定
米
の
外
に
多
久
長
門
守
の

　
指
揮
下
に
あ
っ
た
若
干
の
勝
茂
藏
参
の
家
中
の
知
行
地
の
定
米
を
含
ん
で

　
い
る
。
し
か
し
『
寛
永
五
年
惣
着
到
』
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
多
久
長
門
守

　
と
武
雄
主
殿
助
は
知
行
高
は
殆
ん
ど
等
し
く
、
元
和
六
年
に
も
従
っ
て
再

　
春
殆
ん
ど
等
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

⑤
『
御
家
由
来
』
所
収
、
元
神
贈
…
年
照
月
繊
手
鍋
島
直
茂
判
物
、
正
確
に

　
け
…
｛
疋
米
一
刑
刀
ご
軍
同
論
ハ
・
T
コ
一
石
一
二
斗
。

⑥
『
郷
家
由
来
』
所
収
、
元
和
三
年
十
二
月
朔
臼
鍋
島
勝
茂
判
物
及
び
極

　
月
十
一
日
鍋
島
直
茂
判
物
、
正
確
に
は
定
米
～
万
十
八
石
瀬
。

⑦
『
泰
盛
院
様
御
代
御
澱
付
』
所
収
、
元
和
六
年
七
月
渡
瀬
臼
鍋
島
勝
茂

　
覚
轡
。

⑧
『
元
茂
公
御
年
譜
』
所
引
、
元
和
七
年
八
月
五
購
鍋
島
勝
茂
覚
書
（
鍋

　
島
元
機
運
）
。

ぬA

　
元
和
五
年
佐
賀
藩
は
江
戸
で
の
普
請
胴
囲
石
の
運
送
に
従
い
、
翌

六
年
は
大
坂
城
玉
造
口
の
普
請
手
伝
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
引
続
い
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
が
、
元
和
六
年
七
月
廿
五
日
鍋
島
勝
茂
覚
書

は
「
当
年
御
普
請
二
付
、
借
銀
過
分
相
成
」
つ
た
こ
と
を
告
げ
、
大

坂
城
の
普
請
を
勤
め
た
家
中
に
竜
、
ま
た
「
就
謂
赦
免
候
得
背
反
銀

難
調
候
間
」
と
江
戸
詰
の
元
茂
・
忠
茂
に
も
、
在
国
衆
並
の
反
回
を

申
付
け
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
続
い
て
同
年
霜
月
廿
三
日
鍋
島
勝
茂
覚
書
に
よ
れ
ば
、

　
　
一
・
借
銀
返
納
之
儀
・
此
地
葺
離
．
譲
へ
と
く
と
馨
申
・
三
拾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
轡
出
）

　
　
　
六
万
石
星
取
画
調
無
残
所
…
粗
澄
候
、
当
年
ハ
七
灘
凱
相
究
候
、
八
介
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殿
・
寿
社
・
内
儀
方
・
諸
職
人
以
下
把
手
相
思
候
、
附
記
普
請
一
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宿
）

　
　
　
年
之
内
一
一
論
罪
儀
轟
候
共
、
大
形
者
来
年
皆
済
可
申
と
存
区
間
、
心

　
　
　
安
可
被
存
候
、
就
其
蔵
入
よ
り
出
銀
五
百
四
十
貫
目
に
て
候
つ
れ
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鍋
塒
）
　
（
鍋

　
　
　
当
物
成
之
銀
子
不
興
差
出
、
其
方
へ
相
渡
し
陶
然
之
由
、
生
三
・
平

　
　
　
翻
賎
欝
衛
門
へ
申
遣
候
・

　
　
一
、
…
…
七
部
之
内
月
切
於
相
違
者
、
知
行
多
少
に
よ
ら
す
其
未
進
分
之

　
　
　
地
有
無
縞
請
取
、
関
平
兵
衛
下
代
乏
岩
エ
二
相
渡
候
…
…
総
割
付
二

　
　
　
糟
澄
た
る
事
ユ
候
閥
、
今
年
も
七
部
之
上
可
相
納
由
申
三
者
於
有
之

　
　
　
者
、
乍
勿
論
請
取
可
被
串
候
、
蔵
入
ハ
七
部
二
不
相
構
、
皆
嵐
可
申

　
　
　
二
可
澄
候
、

　
　
一
、
従
前
之
借
銀
遜
御
三
講
借
銀
、
脅
弐
千
六
百
貫
目
余
に
て
侯
、
百
石

　
　
　
二
付
一
枡
只
六
拾
四
匁
ユ
相
当
職
枳
ユ
候
、

と
あ
る
。
二
千
六
百
貫
の
借
銀
は
銀
百
匁
米
六
石
と
し
て
凡
そ
米
十

五
万
聡
に
当
る
。
利
子
が
利
子
を
生
む
こ
と
を
恐
れ
て
の
強
引
な
借

銀
皆
済
計
画
で
あ
り
、
成
程
蔵
入
方
の
総
出
銀
と
親
類
家
中
の
七
部

反
銀
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
　
「
大
形
者
来
年
皆
済
」
で
き
る
筈
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
実
際
は
蔵
入
方
に
せ
よ
親
類
家
中
に
せ
よ
、
別
に
新
な

借
銀
を
作
ら
な
，
い
限
り
、
総
出
銀
や
七
都
反
銀
は
困
難
だ
っ
た
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

ろ
・
り
。
一
回
和
山
ハ
年
閣
下
十
二
月
苛
一
二
口
鍋
島
中
心
四
目
盤
甲
状
に
よ
れ
ば
、
忠

茂
は
江
戸
詰
の
出
費
を
訴
え
「
今
年
二
都
・
来
年
二
都
」
に
減
免
さ

れ
て
お
り
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
元
茂
も
同
様
減
免
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
の
親
類
家
中
に
つ
い
て
も
「
未
進
分
之
糖
葉
無
二
請
取
」
る

こ
と
が
果
し
て
行
わ
れ
た
も
の
か
、
疑
問
で
あ
ろ
う
。

　
回
れ
に
せ
よ
元
和
六
年
の
借
銀
皆
済
計
画
が
所
期
の
成
果
を
挙
げ

得
な
か
っ
た
の
は
確
か
で
あ
り
、
翌
七
年
に
は
勝
茂
は
再
び
三
部
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

地
の
切
札
を
使
う
こ
と
に
な
っ
た
。
　
『
水
江
事
略
』
の
伝
え
る
と
こ

ろ
に
よ
れ
ば
、
元
和
七
年
勝
茂
は
月
中
の
諸
士
に
反
銭
反
米
を
課
す

る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
龍
造
三
三
一
族
の
多
久
・
武
雄
・
諌
早
・
須

古
の
四
三
は
、
反
銭
反
米
に
よ
っ
て
園
中
の
士
の
勇
気
が
失
わ
れ
ん

こ
と
を
恐
れ
、
代
っ
て
各
三
部
地
を
差
嵐
し
、
こ
の
三
部
地
は
爾
来

永
く
公
田
の
地
と
な
っ
た
と
い
う
。

　
『
水
江
事
略
』
の
説
は
従
来
疑
問
を
持
た
れ
た
こ
と
が
な
く
、
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

竜
こ
れ
に
従
っ
て
き
た
。
し
か
し
実
は
元
和
七
年
の
上
地
は
こ
の
四

氏
に
限
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
元
和
七
年
五
月
十
臼
鍋
島
元
茂
書
状
に
よ
れ
ば

　
拙
者
知
行
在
所
之
儀
…
…
影
錨
地
よ
り
三
溌
墨
召
上
候
藁
家
、
御
意
次
第

　
と
串
上
繰
、
糖
残
弼
被
下
駕
御
知
行
之
儀
者
…
…
能
在
所
被
仰
付
馬
様
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

と
あ
り
、
阿
八
月
五
日
鍋
島
勝
茂
覚
轡
は
新
に
小
城
郡
山
内
一
職
・

（
佐
賀
雛
）
　
　
　
（
松
油
郡
）

佐
保
川
島
・
山
代
一
叢
を
元
茂
に
胴
増
す
る
こ
と
を
申
渡
し
て
い
る
。
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従
っ
て
元
茂
は
逆
に
数
干
石
の
地
を
加
増
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
る

が
、
元
和
三
年
に
二
回
に
わ
た
り
元
茂
に
与
え
ら
れ
た
定
米
二
万
石

の
知
行
地
は
、
元
和
六
年
の
割
符
帳
で
晃
た
よ
う
に
、
全
部
が
元
茂

の
蔵
入
地
と
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
二
恩
の
御
直
写
は
ま
だ
身
分

の
上
で
勝
茂
直
参
の
家
中
で
あ
っ
て
、
彼
等
の
定
米
の
約
一
万
九
千

石
は
二
万
職
と
は
別
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
元
和
七
年
に
な
る

と
、
元
茂
は
定
米
数
胃
石
を
加
増
さ
れ
た
と
は
い
え
、
元
三
の
新
知

行
高
の
中
に
は
御
傍
侍
の
知
行
高
を
含
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、

実
質
的
に
は
元
茂
は
御
傍
侍
と
共
に
か
な
り
の
上
地
を
行
っ
た
こ
と

に
な
っ
た
。

　
元
和
七
年
の
上
地
に
つ
い
て
、
後
世
大
配
分
と
呼
ん
だ
自
治
領
に

つ
い
て
の
上
地
の
定
米
や
上
地
の
率
を
蓑
に
作
る
と
、
表
5
の
様
に

な
る
。
龍
造
寺
氏
一
族
の
家
老
四
氏
の
上
地
は
多
久
氏
を
除
い
て
は

三
部
ま
で
に
は
及
ば
ず
、
　
一
方
ま
た
小
城
の
元
茂
や
鹿
鳥
の
忠
茂
に

も
及
び
、
多
分
神
代
氏
も
何
程
か
の
上
地
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

巾
に
村
田
氏
ぱ
逆
に
定
米
を
若
干
増
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
述
し

た
よ
う
に
、
村
田
氏
が
耀
造
寺
氏
の
本
家
格
で
あ
っ
て
、
し
か
竜
知

行
地
が
甚
だ
小
さ
い
た
め
に
、
他
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
の
例
外
措

概
で
あ
ろ
う
。

表5　元和7年上地一覧

元不轟6年

諌駐右近允　　13，600

多久長門守　　（12，034．4）

裁雄主殿助　　11，600

須古下総守　　　4，100

鍋島和泉守　　9，432．7

村［i：i八助　　　3，740

神代民部少輔　　　？

車裁朔H差　　　　　　　38，974．535

（郷蔵入・御側共）

寛永5年

諌孕石見守

多久長門守

武雄主殿助

須古中務

鍋島孫平太

村田八助

神代対馬守

鍋島紀伊守

元和7年上地
！0，296．t1

8．584．4
　’

8，628．8

3，300

6，808

4，241

3，408

28，276

　　石
3．405．4

　’

（．3，tl－50）

2．971．2
　’

　800

2．524．7
　’

増70！

　？

！0．248．535
　’

上地率

　2・5C／0

　29‘／0

　26（，5

　20　c／e

　2bO　C／b

増／8％

　？

　26clb

註　元和6年の定米は江戸御証入衆詰凝二割符帳による。倶し多久氏

　は神代氏と岡様（与私共）になっているので，多久領だけの定米は分

　らないが，水沼二二略に元和7年の上地を3嘆50石余と伝えることから，

　寛永5年の定米を棊礎にして逆算した。寛永5年の定米は寛永5年
　惣着到の知行高から計算した。紀州様は小城の元茂，鍋島和泉守題

　鹿島の忠茂でるあ。

　
さ
て
自
治
領
の
中
で
神
代
氏
の
上
地
高
だ
け
が
分
ら
な
い
が
、
仮

に
須
古
氏
の
上
地
高
に
近
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
自
治
領
の

定
米
の
増
減
を
合
計
す
る
と
、
金
部
で
差
引
き
約
二
万
三
予
石
の
減

と
な
り
、
こ
れ
だ
け
が
元
和
七
年
に
自
治
領
か
ら
上
地
し
た
定
米
で
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あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
寛
永
四
年
に
な
っ
て
、
佐
賀
藩
の
借
銀
智
済
三
年
計
画

　
　
⑧

の
目
安
を
見
る
と
、
蔵
入
地
の
定
米
は
十
一
万
八
干
八
百
五
十
七
石

五
斗
六
升
で
あ
り
、
元
和
六
年
の
割
符
帳
で
の
約
七
万
八
予
覚
に
対

し
，
て
約
四
万
千
石
を
桶
厚
し
て
い
曽
⇔
。
　
こ
の
内
訳
け
は
一
混
和
山
嵐
年
以
降

の
開
発
地
の
定
米
と
元
和
七
年
の
上
地
の
定
米
か
ら
な
る
筈
で
あ
る
。

そ
こ
で
開
発
高
の
推
定
が
必
要
に
な
る
が
、
寛
永
四
年
勝
茂
は
慶
長

十
六
年
の
私
検
地
の
公
認
に
よ
る
在
来
の
佐
賀
藩
の
表
高
に
対
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

そ
の
後
の
開
発
高
を
届
出
て
佐
賀
藩
の
高
上
げ
を
願
出
て
い
る
。
こ

の
時
届
出
た
開
発
高
は
寛
永
十
年
領
高
積
に
よ
れ
ば
五
万
石
、
物
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

に
し
て
二
万
五
千
石
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
慶
長
十
六
年
以
降
の
開
発

高
で
あ
る
が
、
元
和
六
年
忌
で
に
開
発
さ
れ
、
す
で
に
内
高
に
結
ば

れ
て
い
た
分
が
、
第
三
節
で
推
定
し
た
よ
う
に
定
米
で
七
八
蝋
石
程

度
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
元
和
六
年
以
降
の
朋
発
高
は
定
米
で
一
万
七

八
舗
石
程
度
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
寛
永
四
年
に
お
け
る
元

和
六
年
以
降
の
蔵
入
地
の
定
米
の
増
は
約
四
万
千
石
で
あ
れ
ば
、
元

祁
七
年
に
お
け
る
上
地
の
定
米
は
二
万
三
四
干
石
程
度
と
な
軌
、
そ

れ
は
自
治
領
だ
け
の
上
地
の
推
定
定
米
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

　
右
の
よ
う
な
計
算
か
ら
、
元
和
七
年
の
上
地
は
大
身
の
自
治
領
主

以
外
に
は
及
ん
で
い
な
い
か
と
思
う
、

　
し
か
し
小
身
の
家
中
で
屯
、
自
治
領
内
の
又
家
中
に
な
れ
ば
当
然

自
治
領
内
で
の
上
地
を
行
っ
た
筈
で
あ
ろ
う
。
ま
た
直
参
の
家
中
で

も
、
加
茂
の
御
傍
侍
の
よ
う
に
、
こ
の
時
又
家
中
と
な
っ
た
侍
は
矢

張
り
上
地
を
免
れ
て
い
な
い
。
元
和
七
年
八
月
五
臼
鍋
島
勝
茂
覚
書

　
　
　
　
　
③

（
鍋
島
元
茂
宛
）
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
角
力
）

　
一
、
其
方
傍
之
者
共
、
少
地
に
な
し
候
て
成
共
、
多
分
何
方
不
申
様
二
可

　
　
　
然
存
候
窺

と
あ
り
、
　
『
寛
永
五
年
惣
若
到
』
に
よ
る
元
茂
の
定
米
約
二
万
九
千

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

石
に
対
し
、
　
「
寛
永
五
年
紀
…
州
様
御
蔵
入
有
米
覚
」
に
よ
る
蔵
入
地

の
定
米
は
一
万
三
千
六
百
石
で
あ
る
。
従
っ
て
元
茂
領
内
で
の
知
行

地
の
定
米
竜
大
体
推
定
で
き
る
わ
け
で
あ
妙
、
曾
て
約
一
万
九
千
石

の
定
米
で
あ
っ
た
御
傍
証
は
平
均
し
て
二
時
程
度
を
元
茂
に
対
し
て

上
地
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
元
和
七
年
再
度
の
三
部
上
地
に
よ
っ
て
、
佐
賀
藩
は
財
政
の

。
再
建
に
成
功
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
元
和
七
年
九
月
朔
日
付
の
「
元
和
七
年
郷
蔵
入
凡
之
積
」
に
は
、

ま
だ
元
和
七
年
の
上
地
の
分
の
定
米
を
含
ま
ず
在
来
の
ま
ま
の
定
米

約
七
万
八
富
強
と
し
、
落
合
除
物
が
控
除
さ
れ
て
七
万
三
千
石
と
見
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積
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
目
安
は
そ
の
一
都
の
遣
方
を
示
し
た

だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
を
補
う
も
の
に
元
和
七
年
十
一
月
十
一
臼
付
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

「
銀
心
遣
方
書
立
、
来
年
中
二
喜
入
銀
子
之
積
リ
」
と
あ
る
目
安
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

無
臼
付
の
「
元
和
七
年
蔵
入
物
成
ず
七
部
相
澄
、
其
引
残
二
爾
」
と

あ
る
目
安
が
あ
る
が
、
こ
の
一
二
通
の
目
安
を
以
て
し
て
も
七
万
三
千

石
の
全
部
の
遣
方
ま
で
は
分
ら
な
い
。
当
蒔
の
会
計
年
度
が
十
月
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ら
翌
年
九
月
に
及
ん
だ
こ
と
か
ら
、
　
「
銀
之
遣
方
書
立
」
に
は
既
に

遣
済
み
と
な
っ
た
分
が
省
か
れ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

れ
ら
の
露
安
で
主
な
遣
方
だ
け
を
拾
う
と
、
米
約
八
予
八
百
石
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
嘗
）

「
惣
切
米
」
、
銀
五
十
貫
照
の
「
来
六
年
御
嘉
定
道
具
前
誘
入
漁
二
出

ル
」
、
銀
約
六
百
貫
陽
の
「
来
年
登
新
」
、
三
三
三
百
貫
国
の
「
来
々

　
　
（
曹
）

年
御
民
請
為
用
意
普
請
者
飯
米
其
外
当
年
♂
来
年
暗
調
新
」
等
寮
あ

り
、
　
「
銀
之
遣
方
書
立
」
の
都
合
銀
約
干
二
羽
黒
は
、
そ
の
中
で
半

分
の
約
六
百
貫
、
即
ち
「
来
年
無
芸
」
の
約
半
分
と
「
普
請
者
飯
米

其
外
当
年
♂
来
年
中
調
料
」
の
金
部
を
銀
十
一
貫
の
「
江
戸
御
殿
物

進
物
代
」
と
共
に
、
京
・
江
戸
・
国
元
で
の
新
な
借
銀
で
賄
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
借
銀
の
皆
済
に
は
ま
だ
程
遠
い
こ
と
が
議
せ
ら
れ
る
。

　
寛
永
四
年
の
借
銀
皆
済
三
年
計
画
の
日
安
に
見
え
る
佐
賀
藩
の
借

銀
は
二
千
三
百
貫
、
元
和
六
年
の
借
銀
二
干
六
百
貫
に
比
し
幾
何
も

減
っ
て
い
な
い
。
尤
も
こ
の
間
に
は
寛
永
元
年
の
大
坂
城
普
請
手
伝

が
あ
っ
た
こ
と
を
看
過
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
元
和
六
年
の
借
銀
二

千
六
斎
砂
が
元
和
末
に
お
い
て
一
旦
は
皆
済
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。

　
慶
長
二
型
和
期
に
お
い
て
は
、
二
回
の
上
地
の
外
に
、
度
々
高
率

の
反
米
・
反
面
の
賦
課
が
あ
っ
て
、
親
類
・
家
中
は
蔵
入
方
の
負
担

の
軽
減
に
役
立
っ
て
き
た
。
し
か
し
彼
等
の
負
担
も
遂
に
限
度
を
越

し
た
ら
し
い
。
寛
永
に
な
る
と
彼
等
竜
亦
蔵
入
方
と
岡
様
に
巨
大
な

借
銀
を
負
う
に
至
っ
て
匝
た
。
佐
賀
藩
の
財
政
再
建
へ
の
苦
難
の
道

は
、
寛
永
期
に
お
い
て
更
に
険
し
さ
を
加
え
た
の
で
あ
っ
た
。

①
『
肥
陽
旧
章
録
』
所
収
・
多
久
長
門
・
武
雄
主
殿
宛
。

②
　
『
有
田
均
家
御
書
嫌
疑
』
所
収
、
有
田
八
右
衛
門
等
三
人
宛
、
有
田
八

　
右
衛
門
等
は
蔵
入
方
の
役
を
勤
め
て
い
た
。

③
坊
所
鍋
島
家
文
書
、
鍋
島
生
三
宛
。

④
家
老
多
久
家
の
家
譜
。

⑤
「
佐
賀
領
の
石
高
と
成
（
上
）
」
『
歴
史
地
理
』
第
九
十
巻
第
三
号
で
、

　
寛
永
五
年
の
碁
盤
到
（
分
限
帳
）
か
ら
天
正
検
地
の
成
を
逆
推
す
る
際
に
、

　
水
江
事
略
の
説
に
従
っ
て
、
神
代
氏
は
元
和
上
地
を
行
わ
な
か
っ
た
と
推

　
定
し
た
。
ま
た
当
時
は
元
和
六
年
江
戸
御
証
人
衆
詰
料
銀
舗
符
帳
を
知
ら

　
な
か
っ
た
た
め
に
、
死
和
上
地
を
一
三
に
三
都
の
上
地
と
し
て
計
算
し
、

　
そ
の
た
め
推
定
の
誤
差
を
大
き
く
し
た
。
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⑤
　
坊
所
鍋
島
家
文
書
、
鍋
島
勝
茂
宛
。

⑦
肝
．
御
家
由
来
』
所
収
、
鍋
島
元
茂
宛
。

⑧
　
　
，
泰
盛
製
塩
御
代
御
幕
物
書
抜
』
所
収
、
寛
永
四
年
御
借
銀
郷
返
済
当
。

⑨
　
多
久
家
文
書
、
寛
永
四
年
八
月
両
懸
日
鍋
島
勝
茂
山
海
（
多
久
長
門
等

　
五
人
宛
）
。

⑩
『
多
久
家
書
物
』
所
収
、
鍋
島
儒
濃
守
分
領
高
積
、
正
月
九
貰
付
。

⑪
　
門
泰
盛
院
様
郷
代
御
書
付
』
所
収
。

⑫
「
肥
陽
単
二
録
㌦
…
所
収
、
寛
永
五
年
二
月
十
一
臼
付
。

⑨
　
［
薫
紙
院
様
御
代
御
書
物
潜
抜
「
聞
所
収
。

⑭
　
右
尚
泊

⑮
看
詞
。

⑯
『
泰
盛
院
雛
御
代
御
書
付
臨
所
収
、
｝
7
6
和
六
年
七
月
闘
鶏
H
鍋
島
勝
茂

　
覚
書
（
鍋
島
元
茂
宛
）
に

　
一
、
諸
事
遣
方
算
用
九
月
切
可
佳
事

　
と
あ
る
。

　
本
稿
は
昭
和
霊
一
幸
七
年
度
交
部
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
「
佐
賀
藩
初
期
の

財
政
」
の
研
究
報
借
の
第
一
部
に
当
り
、
三
十
七
年
十
…
刀
三
日
読
史
会
大

会
で
の
口
．
頭
発
褒
の
草
稿
に
補
訂
を
加
え
た
。
考
証
を
要
す
る
た
め
に
徒
に

紙
数
を
費
し
論
濤
が
捗
ら
な
か
っ
た
。
本
稿
に
お
い
て
、
な
お
鴛
及
す
べ
き

事
項
や
引
用
す
べ
き
史
料
を
若
干
洩
し
た
が
、
紙
数
の
超
過
と
第
二
郎
以
下

の
続
稿
と
の
重
複
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。

　
終
に
本
稿
の
作
成
に
役
立
て
た
史
料
類
に
つ
い
て
そ
の
所
在
を
記
し
、
閲

覧
撮
影
の
便
窪
を
与
え
ら
れ
た
関
係
各
位
の
燭
好
意
に
更
め
て
謝
意
を
表
し

た
い
。
な
お
諌
畢
市
立
麟
港
館
の
譲
早
家
文
庫
は
最
近
同
図
書
館
に
寄
託
さ

れ
た
も
の
で
、
佐
賀
鍋
島
家
内
庫
所
の
蔵
書
は
近
く
佐
賀
県
立
図
書
館
に
寄

託
さ
れ
る
。

佐
賀
鍋
島
家
内
庫
所

　
平
右
所
持
之
書
物
寧
・
慶
長
比
之
御
艶
物
・
多
久
家
書
物
・
有
田
均
家
御

　
書
．
類
写
・
御
朱
印
写
・
鍋
島
和
泉
守
忠
茂
譜
・
古
文
警
写
（
鍋
島
主
水
差

　
出
）
　
・
痕
茂
公
｛
尚
房
公
陽
泰
院
様
御
状
・
泰
盛
院
様
御
代
御
書
物
取
抜
・

　
寛
永
五
年
惣
着
到

佐
賀
県
立
白
書
館

　
坊
所
鍋
島
家
交
需
・
慶
長
十
六
年
三
根
郡
坊
所
々
検
地
帳
・
佐
賀
武
雄
之

　
故
実
（
石
井
交
庫
）
　
・
水
江
事
略
写

多
久
衛
立
図
再
館

　
肥
陽
旧
章
録
・
多
久
家
文
瀞

諌
早
市
立
図
書
館

　
薩
孝
公
御
代
（
上
）
　
Ω
課
早
家
文
庫
）

佐
賀
大
学
替
勝
図
書
館

　
勝
茂
即
智
年
譜
写
・
元
茂
公
纏
年
譜
・
御
家
由
来
・
泰
盛
事
様
御
代
御
書

　
付
（
以
上
侮
れ
も
小
城
鍋
島
家
文
庫
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
佐
賀
大
学
助
教
授
）

se　（so）



　　　　　　　　　　　　　　　　　Somafe∂杣山ahd　Manor

－　Tamatalei玉響Kuroda黒田Manor　in　the忽α伊賀Cou蹴ry

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Toshihide　Akamatsu

　　Tamatalei王滝．Kuγoda黒田manors圭n　the　Iga伊賀country　of

詫he　7り4α疹東大寺　territory　haVe　a　special　h圭story．as　manors

derived　from　Soma　NI，　a．nd’　naturally　have　a　different　character

’．from　those　derived　from　cleared　or　contr’ibuted　lands：　and　a！so
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

『these　manors，　t！poh　which　the砂伽平家clan　and　other　powerfull

・clans　．　developed，　are　tke　lmportant　existence　for　our　studying

’history　of　the　formation　of　the　warrior’s　administration．　Partiy

’because　the　above－mehtioned　two　manors　left　niany　sources　’for

rstudents，　recognition　of　its　character　and　history　of　these　manors

’became．　distorted．

　　This　article　tries　to　remark　errors　in’　the　’former　studies，　con一

’sidering　that　achievement　of　the　study　on　those　two　manors　has

?ｆｆｅｃｔ　on　the　present　study　on　the　mediaeva！　history　atid　at

・once　to　consider　from　the　new　angle　those　！and1ords’　activitles

’／in　their　manors　which　were　at　the　base　of　formlng　military　admi－

nistration．　Main　historical　Sources　sKrhich　1　used　were　those　of

’the　Heian一の鰯平蒙遺文edited　by　Dr．　R．　Talleuchi　．竹内理三．

　　　　　　　On　the　Finance　of　the　Saga佐賀Clan　in　the

　　　　　　　　　　Period　of　Keiche慶長and．Genna元和

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masayoshi　」6shima

　　We　caR　remark，　as　a　cause　of　extreme　financial・destitution　’in

the　early　Saga佐賀period，　a韮ittle　rate　of　its　income．　The　reason

．：is　that　the　Saga　clan　was　a　desce礁dant　of　a　warr呈ng　Daimy6’s大名

’territory　which　would　be　scarce　of　incorne，　and　that，　on　account

・，Of’@a　special　circumstaltces　followipg　to　the’　shifr　from　the　Ryntgo”］’i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　168　）



隊員造寺to　the　ノ〉々．beshi〃za鍋島　clan　in　the　position　of　Daim：ソ6，　the、

effort　that　increasing　developmeRt　of　the　financial　rate　was　tired

was　m　valn．

　　Frequent　assistance　for　building　a　castle，　under　the　order　of　the・

Toleugawa徳川Shogunate　broke　the　Saga　c茎an’s且nance　of　a　vacant．

income　a乞agreat　stroke．　After　the　end　of飽∫碗6慶長retum　of．

tenures　and　high　rate　dedication　of　rice　and　silver　were　repeated．．

　　Owing　to　thls　repetitions　economy　of　the　clan　was　reduced　to・

want；　and　that　clansmen，　who　had　once　concentrated　around　the．

castle，　dispersed　to　their　own　hoine　to　tiil　and　pay　rent，　the

pecu！lar　fbrm　of　the　Saga　clan　started．　The　frequent　help　con－

staiitly　’ 垂浮煤@pressure　upon　the　clan’s　finance　and　obsk‘ucted　its．

rehabilitation，　and　huge　debt　of　the　clan　with　that　of　the　clansmen．

remained　unsolved　into　the　Kanei寛永period．

　　　T’ien天and　Ming命，　and　the　ldea　of

　　　　　T’ien－Ming天命in　Ancient　China．

The　Development　of　the　Revolutionary　Thought　from

　　　　　K’Ptng－TZIz’孔子to！曜㎎一1薦孟子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　Ichisada　Miyazaki

　　　According　toκ’％πg4翅孔子，・T’ien天日s　in　existence，　but　it：．

　　is　unkno宙able　and　rnyster量ous；and　so　1協π9命of　T’ien　also　is　an

　　untouchable　existence　transcendental　above　reason．刀π仁，　what　he．

　called，　is　a　human　way　of　life，　in　which　a　man　must，　he　taught，．

　have　an　unmoved　confidence，　even　though　human　affairs　depend

　upon　the　tml〈nowable　T’ien－Ming天命，．this　means“Chih－min8”知命．

　But　M（）一　Tz　ii墨子took　T’ien　as　a　god　of　justice　and　explained　that

　greae　political　changes，　like　．a　political　revolution，　mean　the　result．

　of　prize　or　punlshment　which　T’ien　gives　to　the　very　act　of　the

　authority．

　　　But　practically，　such　a　prize　or　punishment　is　not　always・

　practised　in　the　world．　Next　scholar，　Mgng－TzzZ孟子remarked

　that　though　the　political　revo｝iition　is　caused　by　the　order　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i


